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準
民
肚
と
そ
の
財
政
事
情

二
〇

（
一
〇
六
六
）

平
民
肚
’
こ
　
例
て

の
財
政

事
情

中

村

勝

範

　
わ
が
國
の
肚
會
主
義
蓮
動
は
嚴
密
に
は
李
民
肚
に
は
じ
ま
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
李
民
杜
は
明
治
三
十
六
年
十
一
月
か
ら
明
治
三
十
八
年
十

月
ま
で
の
生
命
で
あ
つ
た
。
李
民
肚
解
散
の
理
由
に
つ
い
て
は
當
事
者
が
反
省
し
、
研
究
者
に
よ
り
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
一
、
當
局

の
弾
墜
、
二
、
財
政
の
窮
乏
、
三
、
同
志
間
の
思
想
の
相
違
、
四
、
李
民
肚
内
の
懸
愛
間
題
、
と
い
う
四
黙
に
絞
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
當
局
の
弾
歴
が
李
民
肚
の
活
動
を
困
難
な
ら
し
め
、
そ
れ
が
結
局
肚
の
解
散
に
ま
で
追
い
込
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
は
ど
の
研
究
者
も
報
告
し
て

い
る
。
ま
た
日
露
戦
孚
の
終
結
と
共
に
同
志
間
の
思
想
の
相
違
が
顯
在
化
し
て
き
た
こ
と
が
戦
後
の
蓮
動
を
｝
致
し
て
お
し
進
め
る
上
に
大
き
な

困
難
と
な
つ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
も
研
究
さ
れ
て
い
る
。
懸
愛
問
題
に
つ
い
て
も
一
、
二
の
當
事
者
を
の
ぞ
け
ば
こ
れ
が
李
民
肚
解
散
の
一
因

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

で
あ
つ
た
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
李
民
肚
財
政
の
窮
乏
化
が
解
散
の
一
因
で
あ
る
と
い
う
黙
に
つ
い
て
は
ど
の
程
度
の
報
告
が

な
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

『
李
民
新
聞
』
の
再
度
に
わ
た
る
獲
費
禁
止
と
そ
の
罰
金
、
印
刷
器
械
の
浸
牧
に
た
い
す
る
賠
償
、
そ
の
他
誉
局
の
弾
墜
に
よ
り
蒙
つ
た
損
害
な



ど
に
よ
り
李
民
肚
の
財
政
を
困
難
な
ら
し
め
た
、
と
い
う
程
度
の
こ
と
な
ら
ど
の
研
究
者
も
ふ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
歩
ふ
み
込
み
、
ど
の
時
期

に
は
ど
の
程
度
の
資
金
を
も
ち
、
そ
れ
が
何
ヵ
月
後
に
は
ど
の
程
度
に
減
じ
午
民
杜
の
同
人
を
い
か
に
苦
慮
せ
し
め
、
そ
れ
が
蓮
動
全
髄
に
ど
の

よ
う
な
影
響
を
あ
た
え
て
い
つ
た
か
、
と
い
う
黙
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
て
い
な
い
。
李
民
肚
解
散
の
一
理
由
と
し
て
財
政

の
行
詰
り
が
あ
げ
ら
れ
な
が
ら
そ
の
實
態
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
は
李
民
肚
の
財
政
面
の
み
を
と
り
あ

げ
、
そ
れ
と
蓮
動
と
の
開
係
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
懇
愛
問
題
が
卒
民
肚
解
散
の
一
つ
の
原
因
で
あ
つ
た
と
い
う
通
読
に
た
い
し
當
事
者
の
西
川
文
子
氏
は
、
そ
れ
は
「
結
果
論
で
事
實
は
蓮
い
ま
す
」
と
否
定

　
し
て
お
ら
れ
る
（
西
川
丈
子
「
明
治
肚
會
主
義
蓮
動
の
想
い
出
」
勢
働
蓮
動
史
研
究
會
『
勢
働
蓮
動
史
薪
究
』
第
＋
一
號
、
一
九
五
八
年
九
月
）
。

二

　
手
民
杜
創
立
の
事
情
に
つ
い
て
は
す
で
に
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
が
簡
輩
に
ふ
れ
よ
う
。

　
日
露
戦
孚
前
夜
の
日
本
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
激
種
の
新
聞
・
雑
誌
を
の
ぞ
い
て
お
お
む
ね
開
戦
論
を
主
張
し
て
い
た
。
こ
の
な
か
に
あ
つ
て

幸
徳
傳
次
郎
、
堺
利
彦
、
内
村
鑑
三
、
河
上
清
、
斯
波
貞
吉
、
山
縣
五
十
雄
等
が
在
肚
す
る
『
萬
朝
報
』
は
反
戦
論
を
と
な
え
る
激
少
い
新
聞
の

一
つ
で
あ
つ
た
。
し
か
し
こ
れ
も
・
シ
ア
の
滞
洲
撤
兵
第
三
期
日
の
明
治
三
十
六
年
十
月
八
日
に
い
た
り
「
戦
孚
は
避
く
可
ら
ざ
る
乎
」
な
る
論

読
を
か
か
げ
、
日
露
戦
孚
を
同
避
す
る
道
が
な
い
な
ら
ば
一
切
の
顧
慮
を
す
て
て
、
「
難
に
向
つ
て
盲
進
す
る
の
｝
路
あ
る
の
み
」
と
い
う
開
戦

論
へ
と
轄
換
し
て
い
つ
た
。
そ
の
夜
、
肚
會
主
義
協
會
は
反
職
論
大
演
読
會
を
開
催
し
、
こ
の
席
上
で
幸
徳
傳
次
郎
、
堺
利
彦
は
朝
報
祉
退
肚
の

意
を
決
し
、
翌
九
日
に
は
幸
徳
・
堺
の
爾
人
は
黒
岩
周
六
肚
長
に
そ
の
旨
を
通
じ
た
。
幸
徳
・
堺
蓮
名
の
有
名
な
「
退
肚
の
餅
」
と
内
村
鑑
三
の

「
退
肚
に
際
し
涙
香
兄
に
贈
り
し
畳
書
」
は
十
二
日
の
『
萬
朝
報
』
紙
上
に
掲
載
さ
れ
た
。

　
朝
報
杜
を
退
い
た
幸
徳
は
新
た
に
肚
會
主
義
の
難
誌
を
お
こ
そ
う
と
い
う
老
え
を
も
つ
て
お
り
、
堺
は
こ
れ
ま
で
主
宰
し
て
い
た
『
家
庭
雑
誌
』

　
　
　
卒
民
肚
と
そ
の
財
政
事
情
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
　
　
　
（
一
〇
六
七
）



　
　
　
孕
民
肚
と
そ
の
財
政
事
情
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
　
　
　
（
一
〇
六
八
）

を
援
張
す
る
つ
も
り
で
あ
つ
た
。
し
か
し
二
人
が
相
會
し
話
し
合
つ
た
結
果
、
こ
の
際
別
々
の
仕
事
を
す
る
よ
り
、
二
人
で
共
同
し
て
一
つ
の
仕

事
を
し
よ
う
、
つ
ま
り
週
刊
新
聞
を
出
そ
う
と
い
う
こ
と
に
な
つ
た
。
有
樂
町
に
家
を
借
り
た
の
が
十
月
二
十
三
日
、
警
覗
魔
に
届
を
す
ま
せ
た

の
は
二
十
七
日
で
、
李
民
肚
は
こ
こ
に
創
業
し
た
。
月
末
に
新
聞
廣
告
を
し
、
十
一
月
一
日
か
ら
週
刊
『
雫
民
新
聞
』
の
編
集
に
と
り
か
か
つ
た
。

創
刊
號
蛋
行
の
日
附
は
明
治
三
十
六
年
十
一
月
十
五
日
に
な
つ
て
い
る
。
新
聞
の
大
き
さ
は
縦
三
八
・
五
糎
、
横
二
七
・
五
糎
で
、
第
一
號
は
十

二
頁
、
第
二
、
第
八
號
は
各
十
頁
で
あ
る
ほ
か
他
は
全
部
八
頁
で
あ
つ
た
。
軍
債
は
三
鏡
五
厘
で
あ
つ
た
。
『
李
民
新
聞
』
が
明
治
三
十
八
年
二

月
五
日
か
ら
『
直
言
』
と
な
つ
て
か
ら
も
第
二
省
第
十
二
號
だ
け
が
十
頁
で
他
は
頁
数
・
紙
形
・
軍
債
と
も
『
李
民
新
聞
』
と
か
わ
り
が
な
か
つ

た
。　

週
刊
『
李
民
新
聞
』
は
、
自
由
・
李
等
・
博
愛
は
人
生
世
に
在
る
所
以
の
三
大
要
義
で
あ
る
と
「
宣
言
」
し
、
「
人
類
同
胞
を
し
て
、
他
年
一

日
李
民
主
義
、
杜
會
主
義
、
李
和
主
義
の
理
想
境
に
到
達
せ
し
む
る
の
一
機
關
に
供
せ
ん
が
爲
め
に
創
刊
」
（
登
刊
の
序
）
さ
れ
た
。
『
李
民
新
聞
』

は
こ
う
し
た
主
義
主
張
を
も
つ
た
新
聞
で
あ
り
、
そ
れ
を
世
に
ひ
ろ
め
る
新
聞
で
あ
つ
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
職
を
失
つ
た
幸
徳
・
堺
が
こ
れ
に

よ
つ
て
衣
食
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
た
だ
に
幸
徳
・
堺
だ
け
で
な
く
こ
の
新
聞
の
牧
盆
に
よ
つ
て
さ
ら
に
多
歎
の
同
志
を
養
い
た
い
と
い
う
こ

と
を
「
襲
刊
の
序
」
の
中
で
正
直
に
告
白
し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
こ
の
仕
事
は
決
し
て
閑
人
が
片
手
間
に
や
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
彼
等
の

主
義
主
張
が
社
會
に
廣
く
、
深
く
受
け
い
れ
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
そ
の
ま
ま
彼
等
の
生
活
の
浮
沈
に
直
接
つ
な
が
つ
て
い
た
。
幸
徳
は
創
刊
號
第

一
面
に
「
成
功
乎
、
知
ら
ず
、
我
は
眞
理
の
命
ず
る
所
に
從
ふ
、
失
敗
乎
、
知
ら
ず
、
我
は
眞
理
の
命
ず
る
所
に
殉
ず
、
眞
理
の
眼
中
に
は
成
敗

な
し
、
利
害
な
し
、
窮
達
な
し
、
李
民
新
聞
は
此
黙
に
於
て
彼
己
氏
と
聯
か
其
科
を
異
に
す
」
と
い
う
短
評
を
の
せ
た
。
そ
の
文
字
に
は
幸
徳
の

髄
臭
が
過
剰
な
ま
で
に
獲
散
し
て
い
る
が
、
彼
と
て
そ
の
内
心
は
失
敗
す
る
よ
り
眞
理
の
命
ず
る
と
こ
ろ
に
從
い
か
つ
成
功
し
て
ほ
し
か
つ
た
で

あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
く
て
は
、
こ
れ
に
よ
つ
て
衣
食
し
、
同
志
を
も
多
藪
養
い
た
い
と
い
う
先
の
幸
徳
の
「
正
直
な
告
白
」
と
矛
盾
す
る
。

　
以
上
が
週
刊
『
李
民
新
聞
』
嚢
行
ま
で
の
経
過
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
財
政
的
な
面
は
ど
う
な
つ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
『
李
民
新
聞
』
を
震



行
す
る
か
ら
と
い
つ
て
「
扶
持
に
離
れ
た
我
々
（
幸
徳
・
堺
ー
中
村
註
）
が
眼
前
の
米
璽
に
す
ら
窮
す
る
の
に
、
ど
う
し
て
数
百
藪
千
の
金
を
作
り

　
　
（
1
）

得
る
か
」
と
い
う
朕
態
の
幸
徳
・
堺
で
あ
つ
て
み
れ
ば
、
新
聞
襲
行
に
は
先
輩
、
友
人
、
知
入
の
助
力
を
得
な
く
て
は
な
ら
な
か
つ
た
。

　
幸
徳
の
先
輩
で
、
中
江
兆
民
の
友
人
で
あ
る
小
島
龍
太
郎
か
ら
新
聞
稜
行
の
保
詮
金
と
し
て
千
圓
借
り
、
肚
會
主
義
協
會
會
員
で
堺
の
郷
里
の

先
輩
加
藤
時
次
郎
か
ら
は
創
業
費
と
し
て
七
百
五
十
圓
借
り
る
こ
と
が
で
き
た
。
十
月
二
十
日
肚
會
主
義
協
會
は
非
戦
論
演
読
會
を
ひ
ら
い
た

が
、
そ
の
牧
盆
金
三
十
二
圓
九
十
二
鏡
が
そ
つ
く
り
幸
徳
・
堺
の
事
業
に
寄
附
さ
れ
た
。
彼
等
が
こ
う
し
て
準
備
で
き
た
金
額
は
千
七
百
八
十
二

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

圓
九
十
二
鏡
で
あ
つ
た
。

　
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
金
額
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
も
か
な
り
く
わ
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
彼
等
は
非
常
の
場
合
に

備
え
て
二
百
圓
を
預
け
、
残
り
約
千
六
百
圓
の
う
ち
保
詮
金
に
千
圓
、
家
の
敷
金
に
六
十
圓
、
電
話
に
百
五
十
飴
圓
、
室
内
の
備
品
に
四
十
鹸
圓
、

水
道
敷
設
費
に
二
十
飴
圓
、
廣
告
料
に
百
四
、
五
十
圓
を
費
し
た
の
で
創
刊
號
の
編
集
に
と
り
か
か
つ
た
と
き
は
百
藪
十
圓
残
つ
た
の
み
で
あ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

た
。
こ
の
百
歎
十
圓
を
運
韓
資
金
と
し
て
新
聞
の
印
刷
代
な
り
、
肚
中
の
當
分
の
雑
費
に
充
て
て
、
二
號
と
暮
し
、
三
號
と
明
し
た
の
で
あ
る
。

　
山
路
愛
山
が
「
當
時
週
刊
雫
民
新
聞
の
費
行
は
三
千
枚
乃
至
五
千
枚
の
間
に
在
り
し
と
云
ふ
。
書
生
の
事
業
を
以
て
、
維
螢
殊
に
困
難
な
る
週

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

刊
新
聞
を
以
て
、
此
程
の
讃
者
を
支
へ
得
た
る
は
蓋
し
成
功
な
り
と
謂
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
い
、
當
事
者
の
堺
も
後
に
玄
人
筋
の
批
評
を
き

き
な
が
ら
や
り
は
じ
め
た
こ
の
事
業
が
や
っ
て
み
る
と
存
外
の
成
功
だ
つ
た
、
創
刊
號
は
最
初
五
千
部
を
印
刷
し
て
さ
ら
に
三
干
部
檜
刷
し
た
と

い
つ
て
い
る
。
肚
會
主
義
の
旗
印
を
か
か
げ
反
戦
李
和
を
主
張
す
る
と
こ
ろ
と
い
い
、
そ
の
鰹
裁
紙
幅
頁
藪
と
い
い
、
ど
こ
を
と
つ
て
も
「
凡
俗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
媚
を
買
ふ
べ
き
程
の
も
の
に
あ
ら
ざ
る
」
こ
の
週
刊
新
聞
が
創
刊
號
を
八
千
部
出
し
、
そ
の
後
も
四
、
五
千
部
の
震
行
を
つ
づ
け
え
た
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

た
し
か
に
成
功
で
あ
つ
た
と
い
え
よ
う
。
『
李
民
新
聞
』
は
好
評
を
得
た
が
そ
の
経
螢
は
よ
う
や
く
肚
を
維
持
で
き
る
程
度
で
あ
つ
た
。
明
治
三

十
六
年
十
一
月
か
ら
李
民
杜
の
事
業
が
開
始
さ
れ
、
そ
の
年
の
暮
に
「
一
つ
算
盤
を
取
て
見
る
に
、
少
々
の
不
足
は
あ
つ
て
も
素
人
商
費
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

可
な
り
の
成
績
だ
、
此
分
な
ら
ば
カ
ツ
く
此
城
の
維
持
の
出
來
ぬ
こ
と
も
有
る
ま
い
と
思
は
れ
た
」
の
で
あ
る
。

　
　
　
卒
民
肚
と
そ
の
財
政
事
情
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
　
　
　
（
一
〇
六
九
）



　
　
　
李
民
杜
と
そ
の
財
政
事
情
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
　
　
　
（
一
〇
七
〇
）

　
こ
の
明
治
三
十
六
年
の
暮
ま
で
に
雫
民
杜
に
よ
つ
て
生
活
を
し
て
い
た
者
は
幸
徳
、
堺
の
外
に
山
根
吾
一
（
や
が
て
山
根
は
片
山
潜
洋
行
の
留
守
を

預
る
事
に
な
り
去
る
）
、
柿
内
武
次
郎
、
石
川
三
四
郎
、
紳
崎
純
一
が
あ
つ
た
。
「
四
號
、
五
號
、
六
號
と
無
事
に
護
行
し
て
愈
々
年
末
と
な
つ
た
、

イ
ヤ
無
事
で
は
な
か
つ
た
、
今
の
日
本
の
讃
書
界
で
、
週
刊
の
雑
誌
や
新
聞
一
つ
で
数
家
族
の
生
活
を
支
へ
や
う
と
い
ふ
の
は
抑
々
無
理
で
、
純

牧
入
と
支
出
と
を
差
引
け
ば
多
少
の
不
足
が
あ
る
べ
き
勘
定
だ
つ
た
が
最
初
は
蓮
輻
資
金
が
あ
る
の
と
、
尋
常
の
雑
誌
に
比
し
て
最
初
か
ら
意
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

に
直
接
購
讃
の
申
込
が
多
か
つ
た
お
蔭
で
、
ド
ウ
に
か
や
つ
て
來
た
」
の
で
あ
る
。
ス
タ
ー
ト
は
必
ず
し
も
悪
く
な
く
、
そ
れ
は
む
し
ろ
豫
想
以

上
に
よ
か
つ
た
と
い
つ
て
よ
い
が
、
新
聞
が
新
鮮
に
思
わ
れ
、
弾
堅
の
な
い
當
時
に
お
い
て
す
ら
「
純
牧
入
と
支
出
と
も
差
引
け
ば
多
少
の
不
足

が
あ
る
」
と
い
う
朕
態
だ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
雫
民
肚
と
同
居
し
て
い
た
幸
徳
一
家
は
三
十
六
年
の
年
末
に
他
に
引
越
し
、
そ
の
後
に
清
田
傳
右
衛
門
老
夫
婦
が
住
込
み
留
守
番
役
、
賄
方
、

世
話
役
を
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。
明
け
て
明
治
三
十
七
年
正
月
勿
々
に
は
西
川
光
二
郎
が
二
六
新
報
肚
を
退
い
て
李
民
杜
に
参
加
し
た
。
廣
告
係

に
熊
谷
千
代
三
郎
が
入
肚
す
る
。
や
が
て
一
身
を
あ
げ
て
杜
會
主
義
傳
道
の
た
め
に
つ
く
さ
ん
と
す
る
青
年
小
田
頼
造
が
き
た
が
、
耶
民
肚
は
す

で
に
彼
に
分
つ
べ
き
パ
ソ
を
有
せ
ず
、
彼
は
つ
い
に
肚
に
起
臥
す
る
も
の
の
衣
食
は
自
費
を
も
つ
て
賄
わ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
そ
の
他
多
く
の

同
主
義
の
青
年
が
李
民
杜
の
事
業
を
助
け
る
た
め
に
馳
せ
参
じ
た
が
財
政
が
許
さ
ぬ
こ
と
か
ら
杜
と
し
て
は
も
は
や
そ
れ
に
鷹
ず
る
こ
と
が
で
き

な
か
つ
た
。
つ
ま
り
比
較
的
ス
ム
ー
ス
に
い
つ
て
い
た
．
こ
く
初
期
の
李
民
肚
で
も
幸
徳
、
堺
の
一
家
と
山
根
、
柿
内
、
紳
崎
、
石
川
、
西
川
、
熊

谷
の
生
活
を
支
え
る
の
が
限
度
で
あ
つ
た
。
日
露
開
戦
が
現
實
と
な
ら
な
い
時
に
お
い
て
以
上
の
有
様
で
あ
つ
た
。
明
治
三
十
七
年
二
月
十
一

日
、
宣
戦
が
布
告
さ
れ
て
か
ら
李
民
杜
の
蓮
動
と
そ
れ
に
支
え
ら
れ
て
い
る
彼
等
の
生
活
が
お
よ
そ
ど
う
い
う
傾
向
を
た
ど
る
か
は
す
で
に
豫
想

で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
宣
戦
の
詔
勅
を
み
て
も
彼
等
の
非
戦
論
は
や
ま
な
か
つ
た
。
や
ま
な
か
つ
た
だ
け
で
な
く
彼
等
は
、
寧
ろ
戦
雫
中
で
あ
る
か
ら
こ
そ
戦
孚
の
罪

悪
と
悲
滲
と
を
は
つ
き
り
と
指
摘
で
き
る
と
信
じ
ま
す
ま
す
筆
鋒
を
研
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
は
李
民
肚
に
「
有
樂
町
の
露
探
殿
」
「
早
く



ニ
コ
ラ
イ
の
門
番
と
な
れ
」
「
露
國
を
亡
す
に
先
ち
予
輩
は
先
づ
汝
等
の
首
を
刎
ね
べ
し
」
と
い
う
恐
迫
歌
が
舞
込
む
よ
う
に
な
つ
た
。
彼
等
の

運
動
は
困
難
に
な
り
、
『
李
民
新
聞
』
の
費
行
も
滅
少
の
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。

　
一
月
以
來
耶
民
肚
の
人
員
は
塘
し
毫
所
獅
立
の
結
果
経
費
は
大
分
膨
脹
す
る
の
に
、
戦
争
以
來
廣
告
の
牧
入
は
減
少
し
て
い
つ
た
。
直
接
購
譲

者
は
少
し
ず
つ
檜
加
し
て
き
た
が
、
そ
の
檜
加
の
度
も
前
年
に
比
較
す
る
と
低
く
、
費
捌
店
の
費
捌
高
も
二
三
百
部
は
減
少
し
、
出
入
を
計
算
す

る
と
合
計
の
不
足
が
飴
程
大
き
く
な
つ
た
。
彼
等
の
計
算
で
は
一
萬
部
震
行
で
き
な
く
て
は
財
政
の
基
礎
を
輩
固
に
す
る
事
が
で
き
な
い
と
考
え

ら
れ
て
い
た
當
時
の
叢
行
部
数
は
四
千
五
百
部
（
第
＋
七
號
、
明
治
三
＋
七
年
三
月
六
目
）
で
あ
つ
た
。
そ
の
う
ち
三
千
鯨
部
が
費
捌
所
の
手
に
わ
た

り
、
一
千
蝕
部
が
直
接
に
讃
者
に
襲
邊
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
彼
等
は
主
義
の
宣
傅
と
牧
入
の
不
足
填
補
を
兼
ね
て
「
卒
民
文
庫
」
の
出
版
を
は

じ
め
『
肚
會
主
義
入
門
』
を
第
十
六
號
紙
上
で
廣
告
し
、
つ
い
で
第
十
七
號
で
は
『
百
年
後
の
新
肚
會
』
の
出
版
を
報
じ
、
以
後
つ
づ
い
て
十
黙

の
文
庫
を
出
す
と
し
て
書
名
の
豫
告
を
し
た
。
し
か
し
彼
等
ど
い
え
ど
も
こ
れ
が
何
程
財
政
の
た
し
に
な
る
か
疑
問
で
あ
る
と
自
ら
首
を
か
た
む

け
て
い
る
。

　
そ
れ
で
も
二
月
ま
で
は
非
常
準
備
金
で
不
足
分
を
補
つ
て
き
た
が
、
三
月
以
後
は
新
た
な
る
方
法
を
立
て
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
そ
こ
で
新
た

な
る
方
法
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
が
「
李
民
杜
籠
城
」
の
策
で
あ
る
。
籠
城
の
策
と
は
「
只
勉
張
と
忍
耐
と
あ
る
の
み
、
自
ら
欺
か
ざ
る
の
行
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

と
同
志
諸
君
の
同
情
に
信
頼
す
る
と
あ
る
の
み
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
具
艦
的
に
は
次
の
通
り
で
あ
つ
た
。

　
①
　
生
活
費
の
二
三
割
を
減
じ
、
同
時
に
肚
中
の
維
費
を
節
約
し
う
る
だ
け
節
約
す
る
こ
と
。

　
②
西
川
光
二
郎
は
遊
読
お
よ
び
販
路
接
張
の
た
め
に
諸
方
に
出
か
け
る
こ
と
。

　
⑧
　
小
田
頼
造
は
傳
道
族
行
を
企
て
、
一
挺
の
箱
車
に
李
民
新
聞
、
肚
禽
主
義
入
門
、
其
他
肚
會
主
義
書
藪
百
部
を
積
込
ん
で
出
稜
し
た
。

　
④
　
留
守
の
者
は
編
輯
に
、
費
捌
に
、
廣
告
に
、
出
版
に
そ
の
全
力
を
つ
く
さ
ん
こ
と
を
誓
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
こ
の
新
策
を
あ
げ
た
彼
等
は
た
だ
ち
に
「
李
民
肚
の
過
去
と
現
在
と
は
斯
く
の
如
く
哀
れ
也
、
而
も
其
將
來
の
劃
策
は
斯
く
の
如
く
無
策
也
」
、

　
　
　
李
民
杜
と
そ
の
財
政
事
情
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
　
　
（
一
〇
七
一
）



　
　
　
李
民
壮
と
そ
の
財
政
事
情
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
　
　
　
（
一
〇
七
二
）

と
い
う
文
字
を
つ
づ
つ
て
い
る
。
こ
の
悲
壮
な
報
告
が
行
わ
れ
た
の
は
雫
民
仕
創
業
か
ら
五
ヵ
月
目
で
あ
る
。
國
を
あ
げ
て
戦
勝
に
酵
つ
て
い
る

と
き
非
戦
雫
和
の
旗
印
を
掲
げ
て
い
た
雫
民
肚
が
こ
の
よ
う
に
自
嘲
せ
ざ
る
を
え
な
い
ま
で
に
財
政
的
に
切
迫
し
て
い
た
こ
と
は
當
然
で
あ
ろ

う
。
悲
肚
な
こ
の
文
字
に
接
し
、
李
民
肚
の
切
迫
し
た
状
況
を
一
切
包
み
か
く
さ
ず
う
ち
あ
け
ら
れ
た
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
李
民
肚
が
そ
の
後
弾

塵
に
抗
し
て
な
お
一
年
有
牛
そ
の
生
命
を
保
つ
て
い
た
事
實
に
驚
か
さ
れ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
彼
等
は
手
民
肚
の
過
去
を
あ
わ
れ
み
、
將
來
の
無
策
に
つ
い
て
自
ら
を
嘲
つ
て
い
た
だ
け
で
は
な
い
。
彼
等
の
計
叢
は
や
は
り
一
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

の
策
で
あ
つ
た
し
、
同
志
に
向
い
將
來
期
す
る
と
こ
ろ
の
い
く
つ
か
を
示
し
、
同
志
に
次
の
五
鮎
に
つ
い
て
協
力
を
求
め
た
。
す
な
わ
ち
第
｝
に

讃
者
一
人
に
て
新
護
者
一
人
を
獲
得
す
る
こ
と
、
第
二
に
李
民
肚
の
出
版
物
の
購
讃
と
宣
傳
の
た
め
の
配
布
を
乞
い
、
第
三
に
前
金
切
れ
の
場
合

は
至
急
縫
績
の
購
讃
料
を
逸
る
こ
と
、
第
四
に
李
民
肚
の
出
張
員
に
は
相
慮
の
便
宜
を
與
え
ら
れ
た
き
こ
と
、
そ
し
て
最
後
に
各
地
に
同
志
の
グ

ル
ー
プ
を
つ
く
る
こ
と
の
五
つ
で
あ
つ
た
。

　
以
上
わ
れ
わ
れ
は
「
李
民
肚
籠
城
の
記
」
そ
の
他
を
手
が
か
り
に
李
民
肚
創
業
か
ら
五
ヵ
月
目
の
明
治
三
十
七
年
三
月
は
じ
め
ま
で
の
平
民
肚

の
維
螢
面
を
探
つ
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
『
李
民
新
聞
』
は
素
人
の
襲
行
す
る
週
刊
新
聞
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
豫
想
以
上
に
好
成
績
の
ス
タ

ー
ト
を
し
た
が
、
は
じ
め
か
ら
必
ず
し
も
経
螢
は
樂
で
な
く
、
三
月
に
な
る
と
肚
員
は
生
活
費
や
肚
の
経
費
を
切
り
詰
め
な
く
て
は
経
螢
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
E
）

け
な
い
厭
態
に
ま
で
な
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
。
實
際
、
三
月
か
ら
全
肚
員
の
給
料
は
二
割
を
減
じ
た
の
で
あ
る
。
な
お
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と

は
地
方
に
遊
読
に
で
か
け
、
ま
た
箱
車
を
ひ
い
て
傳
道
行
商
す
る
と
い
う
こ
と
は
主
義
の
宣
傳
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
と
同
程
度
か
或
い
は

そ
れ
以
上
に
販
路
擾
張
と
い
う
重
要
な
問
題
を
も
つ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
遊
読
と
行
商
は
李
民
肚
の
存
亡
と
財
政
面
で
淺
く
な
い
理
由
か
ら
出

襲
し
た
の
で
あ
る
。

（
1
）

（
2
）

「
登
行
事
情
」
（
『
耶
民
新
聞
』
創
刊
號
、
明
治
三
十
六
年
十
一
月
十
五
日
）

こ
の
金
額
に
つ
い
て
は
右
の
「
爽
行
事
情
」
「
卒
民
吐
籠
城
の
記
」
（
『
卒
民
新
聞
』
第
十
七
號
）

お
よ
び
堺
の
「
日
本
杜
會
主
義
運
動
史
話
『
（
『
堺
利
彦
全



　
集
』
第
六
巻
中
央
公
論
、
昭
和
八
年
十
月
、
二
一
六
頁
）
等
か
ら
知
り
得
る
。

（
3
）
　
前
掲
「
耶
民
杜
籠
城
の
記
」

（
4
）
　
山
路
愛
山
「
現
時
の
杜
會
問
題
及
び
肚
會
主
義
者
」
（
新
版
『
明
治
文
化
全
集
』
肚
會
篇
、
昭
和
三
十
年
十
月
、
三
八
九
頁
）

へ
5
）
　
『
土
陽
新
聞
』
　
（
『
李
民
新
聞
』
第
四
號
所
載
、
明
治
三
十
六
年
十
二
月
六
日
）

へ
6
）
　
『
李
民
新
聞
』
は
そ
の
登
行
以
來
、
先
輩
な
る
諸
新
聞
か
ら
多
く
の
奨
働
、
訓
諭
、
同
情
、
規
戒
の
言
を
與
え
ら
れ
た
。
　
そ
れ
が
『
李
民
新
聞
』
に
韓
載
さ

　
れ
て
い
る
が
そ
の
紙
名
だ
け
を
以
下
印
す
。
萬
朝
報
、
二
六
新
報
、
ジ
ャ
パ
ン
ヘ
ラ
ル
ド
、
紳
戸
ク
・
ニ
ク
ル
、
神
戸
デ
ー
リ
ー
ニ
ュ
ー
ス
、
静
岡
民
友
、
京
都

　
新
聞
、
北
海
旭
新
聞
（
以
上
は
第
三
號
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
）
、
横
濱
貿
易
新
聞
、
中
外
商
業
新
報
、
東
奥
日
報
、
小
樽
新
聞
、
坂
東
日
報
、
陵
中
日
報
、
土
陽
新

　
聞
（
以
上
第
四
號
）
で
あ
る
。

7
）
　
前
掲
「
季
民
肚
籠
城
の
記
」
こ
れ
は
無
署
名
で
あ
る
が
堺
利
彦
の
筆
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

（
8
）
（
9
）
（
1
0
）
右
同

（
1
1
）
　
右
同
。
①
大
い
に
肚
會
主
義
書
類
の
出
版
を
爲
す
事
　
②
肚
會
蕪
の
純
機
關
た
る
日
刊
新
聞
を
起
す
事
　
③
白
耳
義
卒
民
館
の
如
き
大
倶
樂
部
、
大
會
堂
を

　
設
く
る
事
　
④
肚
會
黛
の
爲
に
運
動
の
基
本
金
を
作
る
事
。

（
12
）
　
前
掲
「
日
本
肚
會
主
義
蓮
動
史
話
」
（
『
堺
利
彦
全
集
』
第
六
巻
、
二
二
九
頁
）

三

「
李
民
杜
籠
城
の
記
」
を
讃
ん
だ
讃
者
か
ら
同
情
の
金
が
途
ら
れ
た
件
歎
は
少
な
く
な
か
つ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
李
民
肚
同
人
は
深
く
感
謝
し

な
が
ら
も
寄
せ
ら
れ
る
金
を
も
つ
て
李
民
肚
の
新
聞
書
籍
を
買
い
こ
れ
が
宣
傳
の
た
め
に
利
用
し
も
つ
て
肚
の
財
政
基
礎
を
固
め
て
ほ
し
い
と
希

　
　
（
1
）

望
し
た
。
安
部
磯
雄
も
次
の
よ
う
に
購
讃
者
に
訴
え
た
。
「
今
や
此
新
聞
を
維
持
し
且
つ
こ
れ
を
援
張
す
る
に
は
購
讃
者
各
々
が
一
人
の
新
購
讃

者
さ
へ
誘
引
す
れ
ば
充
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
吾
人
に
取
り
て
鯨
り
六
ヶ
敷
勢
力
で
も
な
い
と
思
ひ
ま
す
、
讃
者
諸
君
は
直
に
こ

れ
を
實
行
し
て
下
さ
る
こ
と
は
出
來
な
い
で
す
か
、
余
は
今
後
五
六
人
の
知
人
に
宛
て
』
李
民
新
聞
を
五
同
許
り
績
け
て
逡
り
た
い
と
決
心
し
て

居
ま
す
、
斯
様
に
す
れ
ば
廣
く
此
新
聞
紙
を
紹
介
す
る
こ
と
に
も
な
り
、
且
つ
五
人
の
内
二
一
名
は
屹
度
後
に
愛
讃
者
と
な
る
だ
ら
う
と
思
ひ
ま

　
　
　
　
干
民
肚
と
そ
の
財
政
事
情
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
　
　
（
一
〇
七
三
）



　
　
　
　
李
民
肚
と
そ
の
財
政
事
情
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
　
　
　
（
一
〇
七
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

す
、
肚
會
主
義
者
諸
君
は
主
義
擾
張
の
爲
に
こ
れ
だ
け
の
勢
を
取
つ
て
下
さ
る
こ
と
は
出
來
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
の
で
あ
つ
た
。
な
る
ほ
ど
安
部

の
い
う
こ
と
は
理
窟
で
は
も
つ
と
も
で
あ
る
。
し
か
し
『
李
民
新
聞
』
が
た
だ
に
「
凡
俗
の
媚
を
買
ふ
」
も
の
で
な
く
肚
會
主
義
の
旗
印
を
か
か

げ
る
と
い
う
黙
で
非
凡
で
あ
り
、
非
戦
を
叫
ぶ
と
い
う
黙
で
「
眞
理
に
殉
」
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
一
人
の
讃
者
が
新
讃
者
一
人
を

獲
得
す
る
こ
と
は
恐
ろ
し
い
困
難
と
迫
害
の
覧
悟
な
し
に
は
で
き
る
と
こ
ろ
で
な
い
。
「
雫
民
肚
籠
城
の
記
」
お
よ
び
安
部
の
よ
び
か
け
に
も
か

か
わ
ら
ず
後
に
も
見
る
よ
う
に
決
し
て
從
來
の
讃
者
一
人
に
た
い
し
新
讃
者
一
人
と
い
う
よ
う
に
は
増
加
し
て
い
な
い
。
自
分
自
身
が
進
歩
的
な

考
え
を
も
っ
と
い
う
こ
と
と
、
自
分
と
あ
わ
せ
て
さ
ら
に
進
歩
的
な
仲
間
を
組
織
す
る
と
い
う
こ
と
は
ま
つ
た
く
質
の
違
つ
た
問
題
で
あ
る
。

　
安
部
が
讃
者
へ
訴
え
た
號
に
い
ま
一
っ
安
部
と
は
ま
つ
た
く
反
封
の
立
場
か
ら
「
李
民
肚
籠
城
の
記
」
に
反
鷹
を
示
し
た
次
の
よ
う
な
投
稿
が

あ
つ
た
。
全
文
を
掲
げ
よ
う
。

　
李
民
肚
籠
城
の
記
を
讃
み
て
、
小
生
の
所
思
を
率
直
に
申
せ
ば
、
好
男
子
惜
ら
く
は
兵
法
を
知
ら
ざ
る
者
に
非
ざ
る
な
き
欺
、
貴
下
等
は
學
問
も
あ
り
文
章
も
上
手

　
な
り
辮
舌
も
巧
み
な
れ
ど
、
商
齊
て
ふ
こ
と
、
金
儲
け
て
ふ
こ
と
に
か
け
て
は
、
全
く
の
無
能
な
り
、
如
何
程
決
心
の
膀
は
固
め
て
も
、
無
い
袖
は
振
ら
れ
ね
道

　
理
、
今
月
は
先
月
よ
り
、
來
月
は
今
月
よ
り
も
損
失
は
盆
々
大
き
く
、
段
々
潔
み
に
陥
る
べ
き
は
鏡
に
懸
け
て
見
る
が
如
し
、
小
生
は
貴
下
等
の
商
費
に
無
能
な
る

　
を
責
む
る
に
は
あ
ら
ず
、
左
れ
ば
貴
下
等
が
自
ら
其
無
能
を
悟
ら
ず
、
彊
て
短
庭
を
も
て
世
と
闘
は
ん
と
す
る
は
如
何
に
ぞ
や
、
貴
下
等
は
唯
學
者
と
し
て
立
ち
、

文
士
と
し
て
生
活
し
、
醗
謹
に
て
も
著
述
に
て
も
、
相
當
に
糊
口
し
且
つ
立
派
に
世
を
盆
し
得
べ
き
身
分
な
ら
ず
や
、
而
も
事
戴
に
出
で
ず
し
て
、
ヤ
レ
費
捌
が
ド

　
ウ
の
、
廣
告
が
ド
ウ
の
、
出
版
を
し
て
、
行
商
を
し
て
な
ど
x
、
二
六
時
中
齪
齪
す
る
も
、
貴
下
等
の
所
謂
大
主
義
の
爲
め
に
、
幾
何
の
貢
献
を
か
な
し
得
べ
き
螢

　
し
て
効
な
し
と
は
此
事
な
り
、
効
な
き
の
み
な
ら
ば
猶
ほ
可
な
れ
ど
、
蒲
柳
の
貴
下
等
が
斯
る
見
込
の
な
き
こ
と
に
、
特
に
心
力
を
螢
し
、
時
間
を
費
し
、
健
康
を

損
ひ
、
ト
．
・
の
詰
り
は
鼠
し
得
た
り
病
氣
と
借
金
、
悲
滲
な
る
零
落
、
そ
れ
見
た
こ
と
か
と
そ
ん
じ
よ
其
庭
か
ら
手
を
拍
て
笑
は
る
x
を
思
へ
ば
、
小
生
如
何
に
も

貴
下
等
の
爲
め
に
危
虞
に
堪
へ
ず
、
世
に
秋
水
君
が
算
盤
を
弾
く
程
無
分
別
な
る
は
あ
ら
ず
、
小
生
は
讃
で
殆
ど
嬰
兜
に
又
物
を
持
せ
し
如
く
に
感
じ
ぬ
、
勇
氣
は

　
よ
け
れ
ど
も
痩
我
慢
は
賞
め
た
話
し
に
非
ず
、
今
が
善
い
加
減
に
退
陣
の
時
に
は
あ
ら
ず
や
、
貴
下
等
一
身
の
爲
め
に
も
、
亦
主
義
の
爲
め
に
も
、
能
く
眞
を
養
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
て
時
を
待
た
ん
こ
そ
望
ま
し
け
れ
、
生
は
難
く
死
は
易
し
、
明
哲
は
善
く
身
を
保
つ
、
あ
せ
り
玉
ふ
な
く



　
こ
の
投
稿
は
決
し
て
主
張
を
曲
げ
主
義
を
す
て
ろ
と
い
う
も
の
で
は
な
く
一
歩
後
退
し
て
時
を
待
つ
こ
と
こ
そ
主
義
を
生
か
す
道
だ
と
い
う
に

あ
つ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
手
民
杜
同
人
は
、
こ
れ
と
同
じ
考
え
を
も
つ
て
い
る
者
が
讃
者
、
同
志
、
友
入
の
な
か
に
少
く
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら

一
言
答
え
る
責
務
が
あ
る
と
し
て
次
の
よ
う
返
答
し
た
。
『
李
民
新
聞
』
は
同
人
の
私
有
物
で
な
く
満
天
下
同
志
の
共
有
機
關
で
あ
る
か
ら
會
計

が
苦
し
い
、
一
身
の
安
が
倫
み
た
い
と
い
つ
て
勝
手
に
慶
刊
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
「
一
旦
主
義
の
運
動
者
と
な
つ
た
以
上
は
、
健
康
も
快
樂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

も
犠
牲
と
す
る
の
は
當
然
で
す
」
、
萬
一
『
李
民
新
聞
』
を
去
つ
て
閑
所
に
就
く
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
次
の
二
つ
の
場
合
に
限
る
。

す
な
わ
ち
「
第
一
に
、
我
等
の
同
志
中
よ
り
、
新
聞
雑
誌
経
螢
の
技
能
手
腕
あ
る
人
が
出
來
つ
て
、
多
歎
の
同
志
が
之
を
信
任
し
た
時
に
は
、
我

等
は
喜
ん
で
李
民
新
聞
を
其
人
に
引
渡
し
て
、
更
に
著
述
と
か
醗
課
と
か
演
論
と
か
講
演
と
か
、
大
に
別
個
の
方
面
に
働
く
の
で
す
、
（
中
略
）
第

二
に
は
實
際
我
等
の
力
蕃
き
勢
窮
り
、
到
底
李
民
新
聞
を
支
持
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
に
至
つ
た
時
で
す
、
此
時
は
我
等
が
同
志
の
信
任
を
失
凶
、
た

時
と
見
て
差
支
へ
な
い
課
で
す
、
何
と
な
れ
ば
同
志
の
信
任
が
あ
る
以
上
は
、
必
ず
同
志
の
協
力
が
あ
る
、
同
志
の
協
力
が
あ
れ
ば
支
持
の
出
來

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ぬ
こ
と
は
な
い
筈
で
す
」
と
い
う
の
が
一
歩
後
退
し
て
時
期
を
待
て
と
い
う
進
言
に
た
い
す
る
返
答
で
あ
つ
た
。

　
こ
う
し
た
反
響
を
よ
ん
だ
「
李
民
祉
籠
城
の
記
」
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
後
の
李
民
肚
は
ど
う
で
あ
つ
た
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
い
う
と
そ
の
後
三

ヵ
月
た
つ
て
も
「
何
等
の
進
歩
」
も
な
か
つ
た
。

「
李
民
杜
籠
城
の
記
」
を
穫
表
し
た
明
治
三
十
七
年
三
月
に
は
全
批
員
の
給
料
を
二
割
減
じ
た
。
し
か
し
四
月
か
ら
は
つ
い
に
吐
員
は
一
切
無
給

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

に
し
て
そ
こ
か
ら
前
後
百
圓
内
外
を
節
し
杜
を
支
え
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
つ
た
。
『
李
民
新
聞
』
第
二
十
號
の
肚
論
「
鳴
呼
壇
税
」
の
筆
鍋
で

獄
に
下
つ
た
震
行
兼
編
輯
人
の
堺
か
ら
李
民
肚
に
は
じ
め
て
き
た
手
紙
（
一
月
一
同
と
限
ら
れ
て
い
た
貴
重
な
手
紙
で
あ
る
）
は
冒
頭
の
二
、
三
行
を
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

け
ば
他
は
全
文
李
民
杜
経
螢
に
關
す
る
意
見
が
の
べ
ら
れ
て
い
た
ほ
ど
で
あ
る
。
弔
民
杜
は
ふ
た
た
び
経
螢
の
内
面
を
公
表
し
廣
く
同
志
に
訴
え

な
く
て
は
な
ら
な
か
つ
た
。

　
明
治
三
十
七
年
六
月
五
日
の
第
三
十
號
で
は
「
手
民
肚
籠
城
の
記
」
以
後
三
ヵ
月
間
の
螢
業
内
容
が
「
何
等
の
進
歩
も
な
い
」
こ
と
を
告
白
し

　
　
　
】
牛
民
肚
と
そ
の
財
政
事
情
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
　
　
　
（
一
〇
七
五
）



　
　
　
　
準
民
吐
と
そ
の
財
政
事
皆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
　
　
　
（
一
〇
七
六
）

て
い
る
。
そ
の
告
白
に
よ
る
と
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
α

　
e
　
三
月
以
來
東
京
市
中
の
卸
費
代
金
の
牧
入
は
二
月
に
は
百
七
十
九
圓
で
あ
つ
た
の
が
三
月
に
は
百
七
十
二
圓
蝕
、
四
月
に
は
百
三
十
四
圓

　
　
蝕
、
五
月
に
は
百
二
十
圓
飴
と
漸
次
減
少
し
て
い
る
。
廣
告
料
の
牧
入
も
極
め
て
少
額
で
、
毎
月
殆
ど
同
じ
で
あ
る
。
新
聞
費
高
の
三
分
の

　
　
二
は
卸
費
な
の
で
、
此
牧
入
の
減
少
は
苦
痛
で
あ
る
。

　
⇔
　
稜
行
高
も
三
月
初
旬
は
（
第
＋
七
號
）
四
千
五
百
部
で
あ
つ
た
が
第
三
十
號
で
は
八
百
部
減
少
し
て
三
千
七
百
部
と
な
つ
た
。

　
日
　
卒
民
祉
の
出
版
及
び
取
次
書
籍
の
費
上
高
は
、
三
月
に
は
八
十
二
圓
、
四
月
は
七
十
五
圓
、
五
月
に
は
八
十
三
圓
と
な
つ
て
い
た
が
、
こ

　
　
れ
も
出
版
資
本
と
廣
告
料
を
差
引
け
ば
あ
と
幾
ら
も
利
盆
は
な
い
。
併
し
損
失
の
虞
も
な
い
。

　
こ
う
し
て
見
る
と
李
民
肚
の
明
治
三
十
七
年
三
月
初
旬
か
ら
六
月
初
旬
ま
で
の
三
ヵ
月
の
間
は
経
螢
面
に
お
い
て
は
よ
り
窮
乏
化
す
る
こ
と
は

あ
っ
て
も
ま
つ
た
く
少
し
の
局
面
打
開
も
な
さ
れ
な
か
つ
た
。
そ
れ
で
は
先
の
訴
え
は
少
し
の
敷
果
も
な
か
つ
た
か
と
い
え
ば
か
な
ら
ず
し
も
そ

う
で
は
な
か
つ
た
。
直
接
購
讃
者
は
二
、
三
百
人
檜
し
た
こ
と
を
報
じ
「
我
等
は
手
民
新
聞
の
基
礎
た
る
べ
き
直
接
購
護
者
が
世
上
の
非
難
に
も

迫
害
に
も
不
景
氣
に
も
關
せ
ず
、
少
し
も
減
少
す
る
こ
と
な
く
、
聯
か
な
り
と
も
檜
加
し
つ
つ
あ
る
の
で
、
窮
苦
の
中
に
も
、
一
黙
希
望
の
光
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

を
認
め
て
勇
氣
を
奮
ひ
起
す
の
で
あ
る
」
と
報
告
し
て
い
る
。
二
、
三
百
名
の
直
接
購
讃
者
の
増
加
は
先
の
訴
え
に
刺
戟
さ
れ
た
從
來
の
讃
者
の

勧
誘
に
ょ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
そ
の
檜
加
率
は
三
ヵ
月
前
の
全
讃
者
の
約
五
分
で
あ
り
、
直
接
購
讃
者
の
約
二
割
に
あ
た
る
。
一
讃
者
あ
た
り
一

新
讃
者
の
獲
得
は
果
た
さ
れ
て
い
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
先
の
訴
え
の
中
で
主
義
の
宣
傳
と
販
路
擾
張
の
た
め
に
新
た
に
企
劃
さ
れ
た
遊
読
と
傳
道
行
商
は
ど
う
い
う
成
果
を
牧
め
た
で
あ
ろ

5
か
。
「
籠
城
後
の
李
民
肚
」
な
る
経
螢
白
書
と
も
い
う
べ
き
こ
の
報
告
の
な
か
に
は
こ
の
黙
に
つ
い
て
一
言
の
丈
字
も
稜
見
で
き
な
い
。
そ
れ

以
前
の
號
に
さ
か
の
ぼ
つ
て
何
か
手
が
か
り
を
見
つ
け
よ
う
と
す
れ
ば
西
川
光
二
郎
・
野
上
啓
之
助
に
よ
る
伊
豆
地
方
遊
読
は
二
十
日
間
の
日
を

費
し
た
と
い
う
次
の
よ
う
な
最
終
報
告
を
震
見
で
き
る
。



　
今
同
の
遊
説
日
を
費
す
こ
と
廿
に
し
て
、
演
説
會
を
開
く
こ
と
七
同
、
「
肚
會
主
義
入
門
」
と
「
百
年
後
の
新
祉
會
」
五
十
部
宛
販
費
、
牟
民
新
聞
二
百
部
、
李
民
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
聞
の
廣
告
チ
ラ
シ
三
干
枚
、
及
び
肚
會
主
義
擾
張
の
轍
四
百
枚
、
配
布
仕
り
候
。

『
肚
會
主
義
入
門
』
は
一
部
十
鏡
、
『
百
年
後
の
新
杜
會
』
は
一
部
五
鍵
で
あ
る
か
ら
、
假
り
に
定
橿
通
皇
買
つ
た
と
し
て
合
計
七
圓
五
十
鐘
の

牧
入
が
あ
つ
た
だ
け
で
あ
ろ
う
。
『
李
民
新
聞
』
二
百
部
は
「
配
布
」
と
な
つ
て
い
る
が
彼
等
の
時
々
の
報
告
に
よ
る
と
明
ら
か
に
販
費
し
た
時

も
あ
る
か
ら
こ
れ
か
ら
の
牧
入
も
あ
つ
た
と
思
え
る
が
、
こ
れ
も
一
部
三
鏡
五
厘
の
定
憤
通
り
費
つ
た
と
し
て
一
圓
内
外
の
牧
入
し
か
な
か
つ
た

　
　
　
（
沁
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

で
あ
ろ
う
。
演
読
會
は
有
料
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
か
ら
得
ら
れ
た
牧
入
は
ま
つ
た
く
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
支
出
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

み
る
と
宿
屋
は
一
人
一
泊
二
十
七
鏡
か
ら
三
十
鑓
ぐ
ら
い
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
二
人
で
は
毎
日
五
十
鏡
か
ら
六
十
饒
ぐ
ら
い
の
宿
料
を
費
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
二
十
日
間
だ
と
十
圓
か
ら
十
二
圓
で
、
す
で
に
李
民
文
庫
費
上
に
よ
る
牧
入
を
は
る
か
に
オ
ー
バ
ー
し

て
し
ま
う
。
さ
ら
に
交
通
費
お
よ
び
雑
費
を
老
え
る
と
、
と
う
て
い
李
民
肚
に
持
麟
る
利
盆
な
ど
あ
つ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
他
方
、

千
葉
縣
地
方
に
傳
道
行
商
に
出
か
け
た
小
田
頼
造
は
、
第
十
八
號
に
一
度
そ
の
浩
息
を
の
せ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
「
昨
日
中
に
費
捌
き
た
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

の
書
籍
に
於
て
二
種
三
部
、
手
民
新
聞
五
部
、
本
日
費
捌
き
た
る
も
の
僅
に
書
籍
に
於
て
四
部
の
み
に
候
」
と
あ
る
。
こ
の
牧
入
で
は
一
日
の
生

活
を
支
え
る
最
低
限
度
の
も
の
で
あ
つ
た
ろ
う
。
以
上
遊
詮
な
ら
び
に
傳
道
行
商
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
結
局
彼
等
の
生
活
は
か
ろ
う
じ
て
支
え

る
こ
と
は
で
き
て
も
決
し
て
李
民
肚
に
持
ち
齢
れ
る
状
態
で
な
か
つ
た
と
い
つ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
「
能
城
後
の
卒
民
杜
」
で
は
こ
の

黙
に
つ
い
て
ま
つ
た
く
ふ
れ
て
い
な
い
理
由
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
千
民
肚
將
來
の
経
螢
に
與
り
、
公
然
事
務
會
計
の
監
督
の
責
任
を
負
い
、
『
手
民
新
聞
』
の
維
持
撞
張
に
協
力
す
る
相
談
役
象
監
督

役
、
協
力
者
、
維
持
者
と
し
て
佐
治
實
然
、
安
部
磯
雄
、
加
藤
時
次
郎
、
小
島
龍
太
郎
、
木
下
荷
江
そ
の
他
二
、
三
の
先
輩
・
友
人
を
依
囑
し
た
。

以
後
平
民
肚
経
螢
に
關
す
る
重
大
事
件
は
以
上
の
入
々
と
肚
の
幸
徳
、
堺
、
西
川
、
石
川
と
が
加
わ
つ
て
一
切
公
明
に
合
議
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ

　
　
　
9
）

た
の
で
あ
る
。

　
　
　
準
民
泄
と
そ
の
財
政
事
情
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
　
　
（
一
〇
七
七
）



（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

李
民
肚
と
そ
の
財
政
事
情

三
二

（
一
〇
七
八
）

　
足
ら
ね
だ
け
を
持
て
行
く
、

　
飯
櫃
か
ら
食
ふ
、

　
洗
濯
を
捲
任
し
て
、

　
で
あ
る
」

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

　
を
お
も
な
る
町
民
に
配
布
し
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

ρ
1
1
）
　
『
卒
民
新
聞
』
第
二
十
號
の
報
告
に
は
「
今
夜
は
傍
聴
無
料
、
下
足
二
鏡
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
た
て
ま
え
と
し
て
は
有
料
演
設
會
で
あ
つ
た
こ
と
が
想
像

　
さ
れ
る
。

ズ
ー2
）
　
『
卒
民
新
聞
』
第
十
九
號
の
報
告
中
に
「
熱
海
の
宿
屋
は
三
飯
三
十
鏡
に
て
候
ひ
し
が
當
地
（
網
代
－
中
村
註
）
の
は
二
＋
七
鏡
に
て
候
」
と
あ
る
。

β
1
3
）
　
小
田
頼
造
「
行
商
傳
道
の
消
息
」
（
『
卒
民
新
聞
』
第
十
八
號
）
な
お
小
田
は
三
月
三
日
出
登
し
た
が
十
五
日
に
は
紀
州
田
邊
町
牟
婁
新
報
肚
の
編
集
に
從
事

　
す
る
た
め
紀
州
に
向
け
て
た
つ
て
い
る
。

（
14
）
　
前
掲
「
籠
城
後
の
卒
民
肚
」
五
人
の
相
談
役
に
つ
い
て
は
『
亭
民
新
聞
』
第
三
十
八
號
（
明
治
三
十
七
年
七
月
三
十
一
目
「
李
民
肚
内
幕
談
」
）
に
簡
軍
な

　
紹
介
が
あ
る
の
で
そ
れ
を
以
下
全
丈
記
そ
う
。

　
　
◎
一
寸
鼓
に
相
談
役
諸
氏
の
地
位
を
讃
者
諸
君
に
紹
介
し
て
お
く
。

　
　
◎
小
島
龍
太
郎
氏
は
古
い
佛
蘭
西
學
者
で
、
一
時
は
書
記
官
な
ど
し
て
居
た
人
で
あ
る
が
、
全
禮
官
吏
と
云
ふ
人
物
で
無
い
の
で
、
モ
ウ
久
し
く
退
隠
し
て
居

卒
民
肚
同
人
「
同
情
を
寄
せ
ら
れ
た
る
諸
君
に
告
ぐ
」
（
『
耶
民
新
聞
』
第
十
九
號
、
明
治
三
十
七
年
三
月
二
十
目
）

安
部
磯
雄
「
讃
者
諸
君
に
御
相
談
申
す
」
（
『
耶
民
新
聞
』
第
十
八
號
、
明
治
三
十
七
年
三
月
十
三
日
）

墨
堤
一
閑
人
「
籠
城
の
記
を
讃
ん
で
」
（
前
娼
『
年
民
新
聞
』
第
十
八
號
）

牢
民
肚
同
人
「
墨
堤
一
閑
人
に
答
ふ
」
（
前
掲
『
卒
民
新
聞
』
第
十
九
號
）

右
同

「
無
給
と
い
つ
て
も
、
食
は
ず
に
は
居
ら
れ
ぬ
、
枯
川
と
秋
水
と
は
家
族
が
あ
る
の
で
、
已
む
な
く
是
迄
通
り
淀
橋
に
佳
ひ
、
實
費
だ
け
を
、
否
な
實
費
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
川
、
石
川
、
柿
内
、
神
崎
の
諸
君
は
、
全
く
私
有
財
産
を
絶
滅
し
て
卒
民
杜
内
に
一
個
の
小
土
ハ
産
杜
會
を
作
つ
た
、
飯
は
肚
有
の

　
　
　
　
　
湯
饅
、
理
髪
鏡
、
郵
税
は
其
っ
ど
肚
有
の
饒
箱
か
ら
取
出
さ
れ
る
、
廣
告
措
任
の
熊
谷
生
も
大
抵
本
杜
に
起
臥
す
る
、
清
由
老
人
夫
婦
が
養
炊

　
　
　
　
　
　
親
切
に
腕
白
共
の
世
話
を
す
る
、
目
用
の
物
に
は
無
論
不
足
が
ち
で
あ
る
が
、
一
肚
の
卒
等
卒
和
の
思
想
は
此
不
足
を
補
つ
て
蝕
り
あ
る
の

　
　
（
「
籠
城
後
の
李
民
肚
」
『
李
民
新
聞
』
第
三
十
號
、
明
治
三
十
七
年
六
月
五
日
）

編
輯
子
「
筆
の
し
づ
く
」
（
『
卒
民
新
聞
』
第
二
十
九
號
、
明
治
三
十
七
年
五
月
二
十
九
日
）

前
揚
「
籠
城
後
の
李
民
肚
」

西
川
・
野
上
生
「
伊
豆
遊
説
の
消
息
」
（
『
卒
民
新
聞
』
第
二
十
二
號
、
明
治
三
十
七
年
四
月
十
日
）

『
卒
民
新
聞
』
第
十
九
號
の
報
告
で
は
新
聞
十
数
部
、
第
二
十
號
の
報
告
で
は
十
四
、
五
部
を
販
責
し
た
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
第
二
十
一
號
で
は
五
十
部



ら
れ
る
。
氏
は
純
粋
な
る
佛
國
流
の
杜
會
主
義
者
で
、
是
れ
ま
で
に
も
毎
度
肚
會
運
動
を
試
み
た
事
が
あ
る
。
そ
れ
で
李
民
肚
に
封
し
て
も
深
き
同
府
を
有
っ

て
、
創
立
の
際
に
保
誰
金
の
千
圓
と
、
其
後
に
叉
百
歎
十
圓
の
金
と
を
貸
與
せ
ら
れ
た
。

◎
加
藤
時
衣
郎
氏
は
錫
逸
仕
込
の
署
士
で
、
現
に
京
橋
匿
の
出
雲
橋
際
に
外
科
の
病
院
を
開
い
て
居
ら
れ
る
。
氏
は
近
年
最
も
熱
心
な
る
阯
會
主
義
者
と
な
っ

て
、
肚
會
改
良
を
目
的
と
す
る
直
行
團
を
組
織
し
、
其
機
關
と
し
て
雑
誌
『
直
言
』
を
獲
行
し
て
居
る
。
耶
民
杜
は
氏
に
封
し
て
七
百
五
十
圓
の
負
債
を
有
し

て
居
る
。

◎
安
部
磯
雄
氏
は
早
稻
田
大
學
の
講
師
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
協
會
の
委
員
、
吐
會
主
義
協
會
の
會
侵
、
耶
民
新
聞
英
丈
欄
の
記
者
、
是
れ
だ
け
書
い
て
置
け
ば
十

分
で
あ
ら
う
。

◎
佐
治
實
然
氏
は
其
昔
し
本
願
寺
の
謀
叛
人
で
今
は
ユ
ニ
テ
リ
ア
ソ
協
會
の
會
長
で
あ
る
。
氏
は
批
會
主
義
協
會
の
前
身
た
る
薩
會
主
義
研
究
會
の
あ
つ
た
頃

か
ら
、
熱
心
な
る
此
主
義
の
信
者
で
あ
つ
た
。
耶
民
肚
創
立
以
來
、
常
に
深
き
同
情
を
寄
せ
、
此
度
い
よ
い
よ
相
談
役
た
る
事
を
承
諾
せ
ら
れ
た
。

◎
木
下
侮
江
氏
は
現
に
毎
日
新
聞
の
記
者
で
、
曾
て
杜
會
民
主
墜
創
立
の
時
の
一
人
で
あ
つ
た
氏
が
其
の
舌
と
筆
と
を
以
て
、
肚
會
主
義
協
會
の
爲
に
卒
民
肚

の
爲
に
常
に
其
劣
を
惜
ま
ぬ
事
は
諸
君
の
既
に
熟
知
せ
ら
る
る
所
で
あ
ら
う
。

四

　
李
民
杜
は
業
を
創
め
て
五
ヵ
月
目
の
明
治
三
十
七
年
三
月
に
「
雫
民
杜
籠
城
の
記
」
を
襲
表
し
、
つ
い
で
六
月
に
「
籠
城
後
の
李
民
杜
」
を
明

ら
か
に
し
て
讃
者
の
同
情
に
訴
え
た
が
、
七
月
末
に
は
『
手
民
新
聞
』
の
第
一
面
を
全
部
使
用
し
て
「
雫
民
肚
維
持
金
二
千
圓
募
集
」
の
穫
表
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

し
な
く
て
は
な
ら
な
か
つ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
以
下
こ
の
震
表
に
從
つ
て
李
民
肚
の
財
政
歌
態
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。

　
　
　
李
民
吐
の
財
政

　
最
近
三
ヵ
月
の
牧
支
概
算
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
麦
出
の
部
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牧
入
の
部

　
　
項
　
目
　
　
　
　
四
月
　
　
　
　
五
月
　
　
　
　
六
月
　
　
　
　
　
　
項
　
目
　
　
　
　
四
月
　
　
　
　
五
月
　
　
　
　
六
月

印
慰
費
　
一
五
〇
圓
　
一
三
四
圓
　
一
六
六
圓
　
　
前
　

金
　
一
五
一
圓
　

九
二
圓
　

八
八
圓

報
　
　
　
酬
　
　
　
八
一
圓
　
　
　
九
三
圓
　
　
　
九
〇
圓
　
　
　
　
卸
　
　
　
費
　
　
一
四
一
圓
　
　
一
二
二
圓
　
　
一
二
二
圓

　
　
　
卒
民
肚
と
そ
の
財
政
事
情
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
　
（
一
〇
七
九
）



卒
民
杜
と
そ
の
財
政
事
情

　雑廣切賄
合

　　告
計

　費料手料

五
四
圓

一
三
圓

　
四
五
圓

三
六
一
圓

八四四三四
一〇二〇二
圓圓圓圓圓

　
四
八
圓

　
三
六
圓

　
一
七
圓

　
四
九
圓

四
〇
六
圓

雑廣小

牧告

入料費

一　一一　＿』
　　らのノヤ

圓圓圓

　
六
圓

五
〇
圓

　
四
圓

　
こ
の
表
か
ら
知
れ
る
こ
と
は
牧
入
は
漸
次
に
減
少
を
示
し
支
出
は
漸
次
に
檜
加
し
て
い
る
事
で
あ
る
。

情
が
あ
つ
て
必
ず
し
も
自
然
の
傾
向
と
は
い
え
な
い
が
、

計
に
基
い
て
今
後
藪
ヵ
月
に
わ
た
る
大
凡
の
牧
支
豫
算
表
を
つ
く
つ
て
み
る
と
次
の
ご
と
く
な
る
。

　．雑廣切報印
合

　　告　　刷
支
出
の
部

　
　
費

　
　
酬

　
　
手

　
　
料

　
　
費

　
計

刷

一
三
五
圓

　
　
（
2
）

一
七
五
圓

　
三
〇
圓

　
三
〇
圓

　
六
〇
圓

四
三
〇
圓

　薙廣小卸前
合

　牧告

三
四

　
九
圓

二
五
圓

　
二
圓

（
一
〇
八
○
）

　
　
　
合
計
　

三
三
三
圓
　
二
七
四
圓
　
二
三
七
圓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
支
出
の
増
加
に
は
種
々
特
別
な
事

牧
入
の
減
少
は
自
然
の
傾
向
と
見
る
よ
り
外
な
か
つ
た
。
そ
こ
で
以
上
の
三
ヵ
月
の
統

牧
入
細

　
　
金

　
　
費

　
費

　
料

　
　
入

計

　
八
五
圓

一
〇
〇
圓

　
七
圓

　
二
五
圓

　
　
三
圓

二
二
〇
圓

　
そ
こ
で
こ
の
牧
支
を
く
ら
べ
て
み
る
と
、

　
　
澱
圧
　
蓉
》
　
引
初

　
　
　
直
QD
O
ー
鱒
図
O
“
図
一
『
O

　
す
な
わ
ち
毎
月
二
百
十
圓
の
不
足
と
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
新
聞
だ
け
に
つ
い
て
み
た
の
で
あ
つ
て
、

主
義
に
關
す
る
著
書
を
取
次
い
で
い
た
の
で
そ
の
方
の
牧
支
に
つ
い
て
み
る
と
衣
の
通
り
で
あ
る
。

手
民
肚
は
書
籍
を
出
版
し
、
ま
た
祉
會



　六五四…i
合

計

　月月月月

支
出

　
二
一
圓

　
八
八
圓

　
二
六
圓

一
三
六
圓

二
六
二
圓

牧
入

　
八
二
圓

　七五圓

一
〇
四
圓

二
〇
五
圓

四
六
六
圓

　
こ
の
方
面
の
四
ヵ
月
間
の
利
盆
は
二
百
四
圓
で
、
一
ヵ
月
李
均
五
十
一
圓
の
利
盆
と
な
る
。
手
民
肚
同
人
は
今
後
も
毎
月
李
均
五
十
圓
の
利
盆

が
あ
る
だ
ろ
う
と
考
え
、
先
の
不
足
金
二
百
十
圓
よ
り
こ
の
利
盆
五
十
圓
だ
け
埋
め
て
結
局
毎
月
百
六
十
圓
の
不
足
で
あ
る
と
豫
想
し
た
。
そ
こ

で
午
民
肚
員
と
相
談
役
と
が
こ
の
不
足
を
い
か
に
し
て
補
う
か
に
つ
い
て
相
談
し
、
こ
こ
に
い
た
つ
て
な
し
う
る
と
こ
ろ
は
コ
讃
者
諸
君
の
同
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

に
訴
へ
、
同
志
諸
君
の
助
力
を
借
て
此
難
局
を
凌
ぐ
よ
り
外
は
無
い
。
帥
ち
維
持
金
募
集
の
外
は
無
い
と
決
し
た
」
の
で
あ
る
。
募
集
期
間
は
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

う
一
ヵ
年
間
、
募
集
の
総
金
額
は
約
二
千
圓
と
ぎ
め
た
が
、
こ
れ
は
一
ヵ
月
百
六
十
圓
の
不
足
を
一
ヵ
年
に
見
積
つ
た
概
算
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

李
民
杜
は
寄
附
金
に
の
み
た
よ
ろ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
新
購
讃
者
の
渤
誘
に
カ
を
そ
そ
い
で
ほ
し
い
旨
を
告
げ
、
獲
行
紙
藪
を
二
、
三
倍

に
し
て
一
萬
内
外
に
達
せ
し
め
た
な
ら
ば
、
最
早
寄
附
金
の
必
要
は
な
い
の
だ
と
言
明
し
て
い
た
。
と
も
あ
れ
こ
の
維
持
金
募
集
の
相
談
に
参
加

し
た
の
は
李
民
肚
肚
員
で
は
石
川
三
四
郎
、
西
川
光
次
郎
、
幸
徳
傳
次
郎
、
堺
利
彦
の
四
名
、
李
民
肚
相
談
役
で
は
小
島
龍
太
郎
、
加
藤
時
次

郎
、
安
部
磯
雄
、
佐
治
實
然
、
木
下
街
江
の
五
名
で
あ
つ
た
。

　
李
民
肚
は
同
志
お
よ
び
『
李
民
新
聞
』
の
讃
者
か
ら
維
持
金
募
集
を
行
い
「
讃
者
諸
君
同
志
諸
君
の
一
方
な
ら
ぬ
御
心
配
と
御
蓋
力
と
を
被
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

に
就
て
は
、
吾
等
は
毎
月
其
決
算
を
明
白
に
諸
君
に
報
告
す
る
の
義
務
責
任
あ
る
を
感
じ
」
相
談
役
の
監
督
、
検
閲
、
承
認
の
外
に
さ
ら
に
『
李

民
新
聞
』
紙
上
に
公
表
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
毎
月
の
決
算
の
公
表
は
『
李
民
新
聞
』
が
塵
刊
に
な
る
ま
で
つ
づ
い
た
。
明
治
三
十
七
年
八
月

か
ら
十
二
月
ま
で
の
、
い
わ
ゆ
る
経
螢
内
容
を
「
四
方
硝
子
張
」
の
中
で
行
つ
て
い
た
間
の
牧
支
欺
態
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
李
民
杜
と
そ
の
財
政
事
怯
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
　
（
一
〇
八
一
）



季
民
杜
と
そ
の
財
政
事
…
情

た　十十十九八
だ

し　＿
九　一
月

に　月月月月月
は

百
圓

、

　
　
牧
　
　
入

　
　
　
圓
　
　
　
厘

六
五
叫
、
一
六
八

七
六
七
、
六
六
七

七
〇
三
、
一
四
〇

八
四
〇
、
七
六
七

一
〇
二
三
、
叫
O
八

十
月
は
五
十
圓
、

十

月

は○八六七六
百　＿一＿＿＿
五七…四七〇支
＋充盆」三…ミ圓
園二四天八三出
，　OOO四八厘

差
引
残
金

　
圓
　
　
　
厘

四
〇
、
八
三
〇

五
〇
、
三
八
三

八
八
、
八
六
〇

一
七
、
二
二
七

　
五
、
一
八
八

三
六

（
一
〇
八
二
）

月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
五
ヵ
月
間
に
李
民
肚
は
す
で
に
合
計
五
百
圓
の
寄
附
金
を
支
出
し
な
く
て
は
経
螢
で
き
な
か
つ
た
。

し
て
は
経
螢
が
成
り
立
た
な
か
つ
た
こ
と
は
た
し
か
に
健
全
な
財
政
と
は
い
え
な
い
。

た
際
、
　
一
ヵ
月
の
不
足
金
を
百
六
十
圓
と
き
め
た
が
、

五
百
圓
だ
け
を
支
出
し
て
足
り
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
こ
の
ま
ま
の
厭
態
で
い
け
ば
、

に
か
け
て
は
）
李
民
肚
の
將
來
は
そ
う
悲
観
し
た
も
の
で
は
な
か
つ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う

月
間
に
「
五
百
飴
名
の
諸
君
よ
り
寄
贈
せ
ら
れ
た
る
も
の
六
百
鯨
圓
に
及
び
、

を
受
け
た
る
に
依
り
、
一
躍
し
て
千
三
百
醗
圓
に
及
び
猫
其
後
の
寄
贈
を
加
へ
て
殆
ん
ど
千
四
百
圓
に
及
び
」
明
治
三
十
八
年
一
月
十
八
日
ま
で

に
集
つ
た
寄
附
金
は
千
三
百
九
十
圓
三
十
三
鏡
六
厘
で
あ
り
、
そ
の
中
五
百
圓
を
使
用
し
、
な
お
八
百
九
十
圓
三
十
三
鏡
六
厘
の
維
持
金
を
貯
え

　
（
9
）

て
い
た
。
李
民
肚
が
こ
の
維
捧
金
に
先
頃
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
た
杜
會
主
義
協
會
の
残
金
七
十
三
圓
三
十
一
鏡
を
合
わ
せ
、
合
計
九
百
六
十
三
圓
四

十
六
銭
六
厘
を
「
祉
會
主
義
蓮
動
基
金
」
と
名
を
か
え
て
保
持
す
る
こ
と
に
な
つ
た
の
は
明
治
三
十
八
年
一
月
中
旬
で
あ
る
。
こ
の
約
千
圓
に
近

い
金
は
李
民
杜
の
同
人
に
と
つ
て
は
必
ず
し
も
少
い
額
で
は
な
か
つ
た
。

　
し
か
し
彼
等
は
今
す
ぐ
に
で
も
一
墾
に
こ
の
千
圓
の
金
を
失
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
を
も
つ
て
い
た
。
李
民
肚
は
二
箇
の
裁
到
事
件
の
火
中
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
　
　
　
　
十
二
月
に
は
二
百
圓
の
寄
附
金
が
牧
入
の
な
か
へ
加
算
さ
れ
て
い
る
。
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寄
附
金
の
補
助
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
七
月
、
雫
民
肚
が
維
持
金
二
千
圓
の
震
表
を
行
つ

こ
の
計
算
で
い
く
と
五
ヵ
月
で
八
百
圓
の
寄
附
金
に
手
を
つ
け
て
も
よ
い
筈
で
あ
つ
た
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
だ
こ
の
頃
は
（
明
治
三
十
七
年
の
暮
か
ら
三
＋
八
年
の
は
じ
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
明
治
三
十
八
年
八
月
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で
の
五
ヵ

　
　
　
　
　
　
　
　
更
に
十
二
月
末
に
於
て
丹
波
の
岩
崎
革
也
氏
よ
り
七
百
圓
の
寄
贈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）



つ
た
。
「
李
民
新
聞
』
第
五
十
二
號
事
ヰ
君
川
三
四
郎
の
杜
読
「
小
學
校
教
師
に
告
ぐ
一
そ
の
他
に
よ
り
こ
の
號
は
螢
費
禁
止
と
な
り
告
訴
さ
れ
る
）
お
よ
び

弟
五
十
三
號
事
件
（
『
李
民
新
聞
』
は
創
刊
一
周
年
を
紀
念
し
て
「
共
産
黛
宣
言
」
を
課
載
し
こ
れ
も
肇
買
禁
止
、
告
訴
さ
れ
た
）
の
裁
剣
が
進
行
中
で
あ
つ

た
。
こ
の
裁
到
が
現
到
決
の
ま
ま
確
定
す
る
と
第
五
十
二
號
事
件
の
罰
金
百
圓
、
第
五
十
三
號
事
件
の
罰
金
二
百
四
十
圓
、
そ
れ
に
政
府
に
没
牧

さ
れ
る
國
光
肚
の
印
刷
器
械
の
損
害
を
賠
償
す
れ
ば
数
百
圓
の
金
を
要
し
、
残
金
は
ほ
と
ん
ど
い
う
に
足
ら
ぬ
額
と
な
る
。
「
手
民
肚
は
事
い
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

く
多
く
し
て
費
い
よ
く
多
か
ら
ん
と
す
る
の
形
勢
」
に
あ
つ
た
。

　
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
－
手
民
新
聞
』
は
第
五
十
二
號
事
件
で
襲
行
禁
止
の
到
決
を
う
け
て
い
た
が
、
そ
の
執
行
に
先
立
ち
自
ら
第
六
十
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

號
を
も
つ
て
慶
刊
し
た
。
創
刊
以
來
一
年
二
ヵ
月
の
『
李
民
新
聞
』
は
「
涙
を
揮
ふ
て
鼓
に
慶
刊
を
宣
言
」
し
た
の
で
あ
る
。
「
吾
人
は
涙
を
揮

ふ
て
、
鼓
に
卒
民
新
聞
の
慶
刊
を
宣
言
す
」
に
は
じ
ま
る
「
終
刊
の
僻
」
は
す
で
に
世
に
名
高
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
同
じ
終
刊
號
に
の
っ
た
次

の
言
句
の
方
が
重
要
で
あ
る
。

　
我
々
は
是
ま
で
李
民
新
聞
を
機
關
と
し
、
李
民
吐
を
中
心
と
し
て
、
肚
會
主
義
の
陣
道
に
從
事
し
て
居
り
ま
し
た
、
そ
し
て
其
李
民
吐
は
常
に
四
方
硝
子
張
の
如
く

　
に
し
て
、
肚
中
の
事
務
も
、
脛
濟
も
、
生
活
も
、
一
切
同
志
諸
君
の
前
に
公
表
し
て
、
諸
君
の
同
情
と
助
力
と
に
依
頼
し
て
今
目
ま
で
此
中
心
を
維
持
し
て
來
ま
し

　
た

　
然
る
に
、
今
や
我
々
の
蓮
動
は
、
種
々
な
る
墜
迫
と
妨
害
と
を
受
け
て
、
到
底
從
來
の
形
態
を
保
つ
事
が
出
來
な
く
な
り
ま
し
た
、
四
方
硝
子
張
と
云
ふ
謹
に
も
行

　
か
な
く
な
り
ま
し
た
、
一
切
の
経
螢
劃
策
を
暗
中
に
行
は
ね
ば
な
ら
ぬ
事
に
な
り
ま
し
た
、
而
し
て
同
志
諸
君
の
同
情
と
助
力
と
に
依
頼
す
る
こ
と
、
更
に
多
大
な

　
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
次
第
で
あ
り
ま
す

　
我
々
は
兎
に
か
く
『
運
動
基
金
』
の
必
要
を
感
じ
ま
す
、
墜
迫
を
受
く
れ
ぽ
受
く
る
だ
け
用
心
金
の
必
要
を
感
じ
ま
す
、
故
に
我
々
は
敢
て
戴
に
諸
君
に
訴
へ
て
其

　
の
供
給
を
求
む
る
の
で
あ
り
ま
す

　
　
（
中
略
）

　
約
千
圓
の
金
、
我
々
に
取
り
て
は
決
し
て
少
ぎ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
、
然
し
な
が
ら
我
々
は
籔
百
圓
の
罰
金
と
勲
百
圓
の
損
害
金
（
印
刷
露
械
没
牧
の
爲
）
と
を

　
　
　
　
卒
民
肚
と
そ
の
財
政
事
情
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
　
　
（
一
〇
八
三
）



　
　
　
李
民
杜
と
そ
の
財
政
事
情

負
捲
す
べ
き
運
命
に
迫
つ
て
居
り
ま
す
、
而
し
て
叉
現
に
種
々
言
ひ
が
た
き
費
用
を
要
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
E
）

我
々
は
敢
て
蚊
に
諸
君
に
訴
へ
て
、
卒
直
に
其
供
給
を
求
む
る
の
で
あ
り
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
　
　
　
（
一
〇
八
四
）

叉
將
來
如
何
に
測
り
が
た
き
費
用
を
要
す
る
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
、
故
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

　
こ
の
言
句
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
に
『
李
民
新
聞
』
の
後
糧
紙
週
刊
新
聞
『
直
言
』
創
刊
號
に
も
載
せ
ら
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
に
は
「
現
に
種

々
言
ひ
が
た
き
費
用
を
要
し
」
の
内
容
が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
不
明
で
あ
る
。
こ
の
事
と
共
に
從
來
だ
れ
に
で
も
わ
か
つ
て
い
た
彼
等
の
明
細

な
る
牧
支
決
算
が
こ
れ
以
後
報
告
さ
れ
な
く
な
つ
た
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
今
や
我
々
の
蓮
動
は
、
種
々
な
る
塵
迫
と
妨
害
と

を
受
け
て
、
到
底
從
來
の
形
態
を
保
つ
事
が
出
來
な
く
な
り
ま
し
た
、
四
方
硝
子
張
と
云
ふ
課
に
も
行
か
な
く
な
り
ま
し
た
」
と
い
う
状
態
が
秘

密
費
用
と
な
り
、
牧
支
決
算
の
未
公
開
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
切
角
公
明
正
大
に
蓮
動
を
展
開
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
事
實
硝
子
張
り
の
中
で
運

動
し
て
い
た
者
を
、
暗
い
、
秘
密
な
運
動
へ
と
韓
換
さ
せ
て
い
く
の
は
當
局
の
弾
堅
で
あ
つ
た
こ
と
を
こ
こ
で
は
つ
き
り
し
て
お
か
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
わ
れ
わ
れ
は
寄
附
金
（
蓮
動
基
金
）
の
中
か
ら
ど
れ
ほ
ど
の
支
出
を
し
、
そ
の
残
額
は
ど
れ
ほ
ど
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
な
お
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
結
局
、
寄
附
金
か
ら
の
支
出
と
残
金
の
多
少
が
そ
の
ま
ま
彼
等
り
運
動
の
沿
長
を
物
語
つ
て
い
る
こ
と

に
な
る
か
ら
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。

（
1
）
　
「
卒
民
杜
維
持
の
方
策
」
（
『
卒
民
新
聞
』
第
三
十
七
號
、
明
治
三
十
七
年
七
月
二
十
四
日
）

（
2
）
　
支
出
の
部
の
「
報
酬
」
は
籠
城
以
前
の
定
額
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
四
月
か
ら
無
給
制
を
と
つ
て
い
た
が
、
「
今
後
永
ぎ
を
保
つ
に
は
到
底
今
の
無
報
酬

　
の
共
産
杜
會
で
は
立
ち
行
き
そ
う
に
無
い
の
で
」
こ
こ
で
有
給
制
に
も
ど
っ
た
。
た
だ
し
實
際
に
は
こ
の
「
報
酬
」
の
二
、
三
割
を
減
じ
う
る
か
も
知
れ
ね
が
、

　
そ
れ
は
健
全
な
る
豫
算
に
算
入
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
し
て
籠
城
以
前
の
計
算
で
し
た
（
前
掲
「
李
民
杜
維
持
の
方
策
」
）
。
實
際
、
報
酬
は
當
分
の
間
は
減
ず

　
る
約
束
に
な
つ
て
い
た
。
し
か
し
豫
算
は
元
の
儘
に
し
て
置
い
て
、
そ
の
減
じ
た
分
だ
け
を
寄
附
す
る
こ
と
に
し
た
（
前
掲
「
李
民
吐
内
幕
談
」
）
。

（
3
）
　
牧
入
の
部
の
豫
算
は
確
實
を
期
し
が
た
い
の
で
す
べ
て
控
え
目
に
し
た
と
い
う
（
前
掲
「
耶
民
肚
維
持
の
方
策
」
）
。

（
4
）
　
右
同
　
こ
の
間
、
李
民
杜
の
財
政
困
難
は
五
月
に
お
い
て
ま
さ
に
絶
頂
に
達
し
て
い
た
が
關
西
の
一
同
志
か
ら
二
百
圓
の
金
を
え
て
一
時
蘇
生
し
六
、
七
月

　
と
凌
い
で
き
た
。
し
か
し
何
時
ま
で
も
そ
の
水
の
手
ば
か
り
頼
ん
で
い
る
課
に
は
行
か
ね
。
そ
こ
で
何
と
か
し
て
噺
然
た
る
策
を
立
て
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
つ

　
た
。
「
多
く
の
新
聞
肚
が
財
政
困
難
の
場
合
に
善
く
や
る
が
如
く
、
或
二
一
の
大
資
本
家
に
鎚
つ
て
其
仏
有
物
と
な
つ
て
し
ま
ふ
事
は
、
我
々
の
噺
じ
て
爲
し
得



　
ぬ
所
で
あ
る
。
さ
り
と
て
只
登
責
紙
数
を
多
く
せ
ん
が
爲
に
、
徒
ら
に
俗
に
媚
び
た
文
字
を
載
せ
て
、
此
新
聞
を
全
く
商
頁
に
し
て
し
ま
ふ
事
も
、
亦
我
々
の
噺

　
じ
て
爲
し
得
ぬ
所
で
あ
る
。
西
洋
に
於
け
る
肚
會
黛
新
聞
の
経
螢
を
見
て
も
敦
れ
困
難
な
ら
ぬ
は
な
き
有
様
て
、
基
金
の
募
集
、
株
金
の
募
集
等
を
試
み
て
居
る

　
の
が
甚
だ
多
い
」
そ
こ
で
卒
民
肚
は
維
持
金
募
集
を
行
う
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
（
右
同
）
。

（
5
）
　
維
持
金
の
募
集
方
法
は
左
の
通
り
で
あ
つ
た
（
右
同
）
。

　
　
　
　
李
民
肚
維
持
金
募
集
方
法

　
　
▲
募
集
総
金
額
は
二
千
圓
を
以
て
旧
安
と
爲
す
事

　
　
▲
募
集
期
限
は
向
ふ
一
力
年
と
爲
す
事

　
　
▲
一
口
の
金
額
の
多
少
を
問
は
ざ
る
事

　
　
▲
期
限
内
数
同
或
は
毎
月
の
彿
込
は
随
意
の
事

　
　
▲
現
金
受
領
濟
の
上
は
金
額
及
び
寄
附
者
の
住
所
氏
名
を
本
紙
に
記
入
し
受
領
謹
に
代
ふ
る
事

　
　
▲
募
集
金
は
直
ち
に
確
實
な
る
銀
行
に
預
け
入
れ
嚴
重
な
る
保
管
を
爲
す
事

（
6
）
　
「
本
肚
八
月
分
會
計
報
告
」
（
『
李
民
新
聞
』
第
四
十
四
號
、
明
治
三
十
七
年
九
月
十
一
日
）

（
7
）
　
八
月
末
決
算
は
衣
の
通
り
で
あ
る
（
右
同
）
。

牧
　
　
入

廣，雑書新前

告　　　月
欄牧籍聞繰
牧　　　越
入入代代合

　
　
圓
　
　
　
　
麿

　
七
四
、
三
五
一

三
八
一
、
一
三
五

一
七
九
、
一
四
二

　
　
　
五
三
〇

　
一
六
、
〇
一
〇

李
民
吐
と
そ
の
財
政
事
情

妄
　
　
出

取
次
書
籍
仕
入

難
　
　
　
　
費

通
　
　
信
　
　
費

切
　
手
　
買
　
入

集
金
杜
手
戴
料

堺
夫
人
香
麓

俸
給
及
報
酬

廣
　
　
告
　
　
費

新
聞
印
刷
費

書
籍
印
刷
費

　
　
圓
　
　
　
厘

　
二
七
、
四
四
七

　
二
五
、
八
一
三

　
二
五
、
八
一
三

　
七
〇
、
五
一
八

　
　
二
、
一
〇
〇

　
二
〇
、
○
O
O

二
〇
〇
、
O
O
O

　
四
三
、
三
六
〇

一
五
九
、
二
一
〇

　
五
一
、
九
九
〇

三
九

（
一
〇
八
五
）



　
　
耶
民
杜
と
そ
の
財
政
事
情
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
　
　
（
一
〇
八
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
合
計
　
六
五
一
、
一
六
八
　
合
計
　
六
一
〇
、
三
三
八

　
　
差
引
残
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
、
八
三
〇

　
八
月
決
算
に
寄
附
金
か
ら
の
補
助
を
必
要
と
し
な
か
つ
た
の
は
、
新
聞
の
前
金
・
卸
費
代
の
牧
入
が
多
か
つ
た
こ
と
、
二
十
部
ず
つ
梯
込
ん
で
い
る
讃
者
の
耕

込
時
期
が
き
た
こ
と
、
「
同
志
の
遊
説
で
新
た
に
直
接
購
讃
者
を
檜
加
し
た
爲
め
と
で
あ
り
ま
す
、
殊
に
學
生
中
の
同
志
が
休
暇
で
婦
省
し
た
爲
め
に
各
地
方
へ

肚
會
主
義
的
思
想
を
蔓
延
し
た
効
果
は
極
め
て
多
か
つ
た
」
そ
れ
か
ら
ト
ル
ス
ト
イ
の
非
職
論
を
載
せ
た
號
の
責
行
が
よ
か
つ
た
こ
と
、
七
月
か
ら
の
繰
越
金
が

七
十
蝕
圓
あ
つ
た
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
九
月
分
會
計
報
告
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

寄雑廣書新繰
　　告　　　牧
附牧欄籍聞越
　　牧　　　入
金入入代代合

　
　
圓
　
　
　
厘

　
四
〇
、
八
三
〇

二
九
五
、
七
五
八

九
二
六
、
五
二
九

　
二
八
、
三
四
〇

　
　
六
、
二
一
〇

一
〇
〇
、
○
O
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
合
計
　
七
六
七
、
六
六
七

　
　
差
　
　
　
引

　
九
月
分
は
寄
附
金
か
ら
百
圓
支
出
し
て
決
算
し
た
。

だ
書
籍
の
印
刷
費
其
外
に
於
て
大
分
の
負
債
を
有
し
て
居
り
ま
す
の
で
、

　
支
　
　
出

新
聞
印
刷
費

書
籍
印
刷
費

俸
給
及
報
酬

廣
　
　
告
　
　
料

取
次
書
籍
仕
入

切
　
手
　
買
　
入

新
聞
書
籍
買
入

家
　
　
　
　
　
賃

勝
手
方
費
用

雑
　
　
　
　
費

　
合
　
　
　
計

　
　
圓
　
　
　
厘

一
七
八
、
二
一
一
〇

一
〇
〇
、
O
O
O

一
七
一
、
O
O
O

　
三
八
、
八
O
O

　
五
五
、
七
九
六

　
五
八
、
九
五
五

　
二
〇
、
五
〇
〇

　
一
八
、
O
O
O

　
二
五
、
二
〇
〇

　
四
〇
、
九
〇
三

　
　
　
　
（
マ
マ
）

七
一
七
、
二
八
四

　
五
〇
、
三
八
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
つ
と
も
五
十
圓
蝕
の
繰
越
金
が
あ
る
か
ら
正
味
は
五
十
圓
ほ
ど
の
不
足
で
す
ん
だ
。
「
然
し
本
杜
は
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
後
毎
月
其
方
の
穴
を
埋
め
て
行
か
ね
ぱ
な
り
ま
せ
ぬ
、
そ
れ
が
爲
に
は
絶
え
す
寄
附

金
の
補
助
を
仰
が
ね
ば
な
る
ま
い
と
考
へ
ま
す
」
（
「
本
肚
九
月
分
會
計
報
告
」
『
李
民
新
聞
』
第
四
十
九
號
、
明
治
三
十
七
年
十
月
十
六
日
）
と
、
前
途
の
困
難
を

豫
想
し
て
い
た
。



十
月
分
の
會
計
報
告
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　　雑勝切書新廣家俸書新
差合手手籍璽告纏聞支
　　　方目料及印印引計費買仕諏翻刷出
　　費用入入入出賃酬代代

　
　
圓
　
　
　
厘

一
四
六
、
三
五
〇

一
〇
〇
、
○
O
O

一
八
六
、
ヒ
O
O

　
一
八
、
0
0
0

　
一
三
、
五
〇
〇

　
　
五
、
四
五
四

　
二
｝
、
一
七
〇

　
七
一
、
〇
四
五

　
二
五
、
二
二
五

　
一
一
山
ハ
、
〇
一
二
山
ハ

　
　
　
　
（
マ
マ
）

六
一
四
、
二
八
O

牧
　
　
入

繰
　
　
越
　
　
金

新
聞
代
牧
入

書
籍
代
牧
入

暖
告
料
収
入

雑
　
　
牧
　
　
入

維
持
金
よ
り
牧
入

合

計

　
　
圓
　
　
　
厘

　
五
〇
、
三
八
五

三
二
六
、
七
三
二

二
四
七
、
二
二
二

　
二
五
、
二
五
〇

　
四
、
六
四
〇

　
五
〇
、
0
0
0

　
　
　
　
（
マ
マ
）

七
〇
三
、
一
四
〇

　
八
八
、
八
六
〇

　
十
月
は
寄
附
金
よ
り
五
十
圓
支
出
し
た
が
差
引
が
八
十
八
圓
飴
に
な
つ
た
か
ら
實
際
は
寄
附
金
の
助
け
を
借
り
ず
に
牧
支
相
償
う
こ
と
が
で
き
た
。
「
然
し
今

後
の
毎
月
が
此
通
り
に
行
く
か
否
か
は
受
合
は
れ
ず
、
現
に
今
度
の
獲
費
停
止
及
び
園
遊
會
禁
止
よ
り
來
る
損
害
等
も
あ
る
事
な
り
、
其
外
種
々
な
る
負
債
も
あ

る
事
な
れ
ば
、
將
來
叉
少
か
ら
ざ
る
歓
損
も
來
す
事
の
あ
る
べ
し
と
察
せ
ら
る
」
し
か
し
ま
た
新
聞
書
籍
の
賞
行
は
大
艦
に
お
い
て
少
し
ず
つ
層
加
し
て
い
る
か

ら
小
な
る
李
民
城
も
難
攻
不
落
の
一
要
害
で
あ
る
、
と
「
李
民
吐
十
月
分
會
計
報
告
」
（
『
耶
民
新
聞
』
第
五
十
四
號
、
明
治
三
十
七
年
十
一
月
二
十
日
）
は
告
げ

て
い
る
。

　
十
一
月
は
「
園
遊
會
禁
止
と
登
責
停
止
と
の
爲
に
大
分
損
を
さ
せ
ら
れ
た
の
と
、
新
刊
の
登
行
が
無
か
つ
た
爲
め
書
籍
代
の
牧
入
が
少
か
つ
た
の
と
で
、
會
計

が
飴
程
困
難
で
あ
り
ま
し
た
」
（
「
李
民
祉
十
一
月
會
計
報
告
」
『
卒
民
新
聞
』
第
五
十
八
號
、
明
治
三
十
七
年
十
二
月
十
八
日
）
　
と
し
て
次
の
よ
う
な
決
算
を
報

告
し
て
い
る
。

　
　
牧
　
　
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
支
　
　
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圓
　
　
　
厘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圓
　
　
　
厘

　
繰
越
金
　

八
八
、
八
六
〇
　
新
聞
印
刷
代
　
一
七
六
、
九
八
O

耶
民
肚
と
そ
の
財
政
事
情

四
一

（
一
〇
八
七
）



李
民
祉
と
そ
の
財
政
事
情

維雑廣豊新書合
持　告葉
金牧料　聞籍本
よ　牧書

り入入代代代代

　
七
五
、
七
〇
〇

一
八
五
、
〇
五
四

一
一
山
ハ
一
一
、
一
　
一
　
一
一

　
二
七
、
八
四
五

　
四
八
、
四
八
〇

　
二
、
七
一
五

一
五
〇
、
O
O
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
合
計
　
八
四
〇
、
七
六
七

　
　
　
　
翌
月
へ
繰
越
金

十
二
月
は
牧
入
は
非
常
に
多
か
つ
た
が
、

書
籍
印
刷
代

書
葉
書
印
刷
代

合
本
製
本
代

出
版
書
籍
印
粉

俸
給
及
報
酬

廣
告
料
支
出

園
遊
會
費

書
籍
仕
入
代

新
聞
書
籍
買
入

葉
書
買
入

切
手
買
入

家
　
　
　
　
賃

勝
手
方
諸
費

雑
　
　
　
　
費

　
合
　
　
計

　
五
〇
、
O
O
O

　
四
〇
、
O
O
O

　
五
〇
、
O
O
O

　
五
〇
、
O
O
O

一
八
一
、
O
O
O

　
三
三
、
一
二
〇

　
五
〇
、
O
O
O

　
二
四
、
七
六
〇

　
八
、
九
一
五

　
一
一
、
二
五
〇

　
六
二
、
八
四
五

　
一
八
、
○
O
O

　
三
二
、
O
O
O

　
三
四
、
六
七
〇

八
二
三
、
五
四
〇

　
一
七
、
二
二
七

四
二

（
一
〇
八
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
支
出
も
年
末
の
こ
と
と
て
多
く
寄
附
金
の
な
か
か
ら
二
百
圓
支
出
し
た
と
し
て
次
の
決
算
書
を
報
告
し
た

肚
十
二
月
會
計
報
告
」
『
耶
民
新
聞
』
第
六
十
三
號
、
明
治
三
十
八
年
一
月
二
十
二
日
）
。

牧
　
　
入

合糟書新繰

　葉
本　籍聞越
　書

代代代代金

　
　
圓
　
　
　
厘

　
一
七
、
二
一
一
七

四
二
四
、
二
〇
八

二
九
五
、
三
四
三

　
三
〇
、
四
四
〇

　
ご
一
、
九
五
〇

　
支
　
　
出

新
聞
印
刷
代

書
籍
印
刷
代

俸
給
及
報
酬

新
聞
書
籍
買
入

端
書
買
入

　
　
圓
　
　
　
厘

一
八
○
、
八
二
八

三
二
五
、
四
九
七

二
一
五
、
九
〇
〇

　
一
三
、
七
四
〇

　
三
、
0
0
0

（
「
李
民



（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

維雑廣
持

金牧告
よ

り入料

　　　へ
　　13
た）實
い　　然
　0　　調阿　　　　、

　
三
七
、
四
六
〇

　
　
五
、
四
八
O

二
〇
〇
、
O
O
O

取
次
書
籍
仕
入

家
賃
（
二
月
分
）

合
計
　
一
〇
二
三
、
一
〇
八
　
合

　
　
　
　
翌
月
繰
越
金

「
杜
會
主
義
蓮
動
基
金
募
集
」
（
『
卒
民
新
聞
』
第
六
十
三
號
、

前
掲
「
卒
民
肚
十
二
月
會
計
報
告
」

前
掲
「
肚
會
主
義
蓮
動
基
金
募
集
」

「
終
刊
の
辮
」
（
『
卒
民
新
聞
』
第
六
十
四
號
、

「
運
動
基
金
募
集
」
（
『
卒
民
新
聞
』
第
六
十
四
號
）

　
齋
藤
乗
攻
郎
、
木
下
荷
江
の
連
名
で
な
さ
れ
た
。

週
刊
新
聞
『
直
言
』
の
登
行
事
情
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
資
料

O

　雑切勝木敷蒲廣封
ム
ロ　手手　物團
　　　方版　　 告

計　買諸　買買

　費入梯代入入料紙

　
　
一
五
、
九
七
引

　
　
一
二
山
ハ
、
（
∪
（
U
O

　
　
二
、
四
〇
〇

　
四
三
、
O
O
O

　
　
四
、
O
O
O

　
　
五
、
六
〇
〇

　
　
五
、
六
〇
〇

　
五
一
、
一
三
五

　
九
二
、
五
二
五

　
二
二
、
七
二
〇

一
〇
一
七
、
九
二
〇

　
　
五
、
一
八
八

明
治
三
十
八
年
一
月
二
十
二
目
）

明
治
三
十
八
年
一
月
二
十
九
目
）

　
　
な
お
こ
の
ア
ピ
ー
ル
は
石
川
三
四
郎
、

西
川
光
次
郎
、
小
島
龍
太
郎
、
加
藤
時
次
郎
、
堺
利
彦
、
佐
治

週
刊
新
聞
『
直
言
』
総
目
次
と
解
読
」
（
『
法
學
砺
究
』
第
三
十
二
巻
第
八
號
）
を
参
照
さ
れ

五

『
李
民
新
聞
』
を
慶
刊
す
る
と
き
、

李
民
肚
と
そ
の
財
政
事
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

李
民
肚
同
人
は
「
蓮
動
基
金
」
と
し
て
九
百
六
十
三
圓
四
十
六
鏡
の
金
を
有
し
て
い
た
。

四
三

こ
れ
が
彼
等
の
有

二
〇
八
九
）



　
　
　
李
民
杜
と
そ
の
財
政
事
情
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
　
　
　
二
〇
九
〇
）

す
る
金
額
の
す
べ
て
で
あ
る
。
こ
の
金
額
が
多
少
で
も
増
加
す
れ
ば
、
李
民
肚
は
現
状
維
持
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
が
減
少
の
傾
向
を
も
つ

と
き
雫
民
肚
の
存
績
は
危
く
な
る
。

『
直
言
』
第
四
號
を
稜
行
す
る
と
き
、
こ
の
運
動
基
金
は
減
少
す
る
こ
と
は
な
か
つ
た
。
明
治
三
十
八
年
二
月
二
十
三
日
の
「
運
動
基
金
牧
支
報

告
」
に
よ
れ
ば
、
基
金
は
千
七
十
二
圓
六
十
二
鏡
に
な
つ
た
が
、
一
月
分
李
民
肚
補
助
百
圓
を
ふ
く
む
百
六
圓
八
鏡
を
支
出
し
た
の
で
差
引
現
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

九
百
六
十
五
圓
五
十
二
鏡
と
な
つ
た
。

　
こ
れ
が
五
十
日
後
の
四
月
十
二
日
に
は
約
百
八
十
圓
減
じ
て
差
引
現
在
七
百
八
十
八
圓
八
十
九
鏡
と
な
る
。
こ
の
五
十
日
の
間
に
蓮
動
基
金
は

檜
加
し
て
九
百
九
十
六
圓
五
十
九
銭
に
ま
で
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
の
支
出
は
寄
附
金
額
の
六
倍
近
い
二
百
七
圓
七
十
鏡
と
い
う
大
金
で

あ
つ
た
。
こ
の
蓮
動
基
金
か
ら
の
支
出
の
内
謹
は
、
そ
の
ま
ま
こ
の
當
時
の
蓮
動
の
困
難
さ
を
雄
辮
に
物
語
つ
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
通
り
で
あ

（
3
）

る
。金

百
圓
也

金
十
二
圓
七
十
銭
也

金
三
圓
也

金
二
十
一
圓
八
十
銭
也

金
七
圓
五
十
銭
也

金
六
圓
二
十
銭
也

金
六
圓
五
十
銭
也

金
五
十
圓
也

西
川
、
幸
徳
爾
氏
罰
金

傳
道
行
商
補
助

太
鼓
買
入
費

肚
會
主
義
の
激
印
刷
代

螢
働
者
観
櫻
會
補
助

大
演
読
會
損
失

小
演
読
會
四
同
分
損
失

三
月
末
耶
民
杜
補
助

　
麦
出
合
計
金
二
百
七
圓
七
十
銭
也

　
蓮
動
基
金
か
ら
二
百
七
圓
飴
と
い
う
大
金
額
を
引
き
出
し
た
の
は
こ
れ
が
は
じ
め
て
で
あ
る
。
「
西
川
、
幸
徳
爾
氏
罰
金
」
は
『
李
民
新
聞
』

第
五
十
二
號
事
件
の
罰
金
で
あ
る
。
二
月
二
十
三
日
大
審
院
の
到
決
が
あ
り
上
告
が
棄
却
さ
れ
幸
徳
傳
次
郎
、
西
川
光
二
郎
は
二
月
二
十
八
日
に



下
獄
し
て
い
た
。
罰
金
は
三
月
二
十
四
日
に
納
め
た
が
、
國
光
杜
へ
の
印
刷
器
械
の
賠
償
二
百
五
十
一
圓
も
や
が
て
納
め
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ

（
4
）た

。
「
大
演
読
會
損
失
」
「
小
演
読
會
四
同
分
損
失
」
な
る
文
字
は
こ
こ
に
は
じ
め
て
登
場
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
當
局
の
弾
墜
の

嚴
し
さ
を
示
し
て
い
る
。
當
局
の
弾
堅
と
迫
害
に
抗
し
て
た
た
か
う
杜
會
主
義
者
た
ち
の
困
難
さ
に
つ
い
て
彼
等
自
身
が
次
．
の
よ
う
に
語
つ
て
い

る
。

　
　
二
人
の
同
志
は
榮
鴨
の
獄
底
に
在
り
、
二
人
の
同
志
は
傳
道
行
商
の
途
上
に
在
り
、
幾
多
の
同
志
は
其
主
義
に
忠
な
る
の
故
を
以
て
失
業
せ
り
、
幾
多
の
同
志
は

其
主
義
を
叫
ぶ
の
故
を
以
て
就
職
す
る
を
得
ず
、
而
し
て
演
読
會
は
解
散
せ
ら
れ
、
痺
道
隊
は
禁
遍
せ
ら
れ
、
新
聞
書
籍
の
螢
業
は
常
に
甚
だ
し
く
妨
害
せ
ら
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

吾
窯
の
蓮
動
は
政
府
迫
害
の
下
に
暦
一
暦
の
困
難
を
加
へ
ざ
る
を
得
ず
、
而
し
て
困
難
の
最
も
甚
だ
し
き
は
基
金
の
敏
乏
に
あ
り

　
四
月
十
三
日
か
ら
五
月
十
日
ま
で
の
、
わ
ず
か
二
十
日
た
ら
ず
の
間
に
二
百
四
十
八
圓
と
い
う
最
高
の
金
額
を
支
出
し
た
。
蓮
動
基
金
は
こ
の

間
に
八
百
三
十
六
圓
十
四
鏡
に
ま
で
な
つ
た
が
、
支
出
が
右
の
如
く
で
、
差
引
現
在
は
五
百
八
十
七
圓
七
十
四
鏡
と
減
少
し
た
。
「
而
し
て
國
光

杜
に
は
毎
月
（
五
ヶ
月
間
）
五
十
圓
の
賠
償
を
爲
さ
穿
る
可
ら
ず
、
干
民
肚
に
は
毎
月
五
十
圓
或
は
百
圓
の
補
助
を
爲
さ
憩
る
可
ら
ず
、
而
し
て

猫
他
に
選
學
運
動
費
の
如
き
臨
時
の
費
用
を
支
出
せ
ざ
る
可
ら
ず
、
而
し
て
猫
他
に
共
産
蕪
宣
言
事
件
に
於
て
二
百
四
十
圓
の
罰
金
を
沸
は
ざ
る

　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

可
ら
ざ
る
の
虞
あ
り
」
李
民
肚
の
危
機
は
ま
さ
に
急
迫
し
て
い
た
。
こ
の
二
十
日
間
の
蓮
動
基
金
か
ら
の
支
出
内
鐸
は
次
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
て

い
る
。

金
五
圓
五
銭

金
三
圓
二
十
銭

金
三
十
五
圓
十
五
銭

金
三
十
圓

金
五
十
圓

金
二
十
五
圓

金
百
圓

傳
道
隊
費

演
読
會
費

チ
ラ
シ
印
刷
代

特
別
秘
密
費

國
光
肚
器
械
賠
償
月
賦

李
民
杜
三
月
分
補
助
追
加

李
民
吐
四
月
分
補
助

李
民
肚
と
そ
の
財
政
事
情

四
五

（
一
〇
九
一
）



　
　
　
卒
民
肚
と
そ
の
財
政
事
惜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
　
　
　
（
一
〇
九
二
）

　
支
出
合
計
　
金
二
百
四
十
八
圓
四
十
鍵

　
國
光
肚
器
械
賠
償
月
賦
は
第
】
同
分
五
十
圓
が
支
梯
わ
れ
、
以
後
毎
月
五
十
圓
ず
つ
支
梯
わ
れ
る
筈
で
あ
つ
た
が
、
そ
れ
を
支
沸
う
こ
と
が
で

き
な
か
つ
た
こ
と
は
の
ち
に
述
べ
る
。
「
李
民
肚
に
稻
多
く
の
経
費
を
要
し
た
る
理
由
も
、
特
別
秘
密
費
の
果
し
て
何
物
な
る
か
も
、
吾
人
は
今

蝕
に
殊
々
し
く
読
明
せ
ざ
る
べ
し
、
兎
に
か
く
迫
害
の
下
に
於
け
る
運
動
が
多
く
の
金
鏡
を
要
す
る
の
事
情
は
、
諸
君
の
諒
察
せ
ら
る
』
所
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

べ
し
、
斯
く
し
て
吾
人
は
今
僅
か
に
蓮
動
基
金
五
百
激
十
圓
を
有
せ
り
」
と
い
う
彼
等
の
聲
の
中
に
弾
墜
の
き
び
し
さ
と
そ
れ
に
抗
し
て
蓮
動
す

る
彼
等
の
活
動
の
困
難
さ
、
そ
し
て
蓮
動
自
髄
、
最
初
の
「
硝
子
張
」
の
な
か
の
明
か
る
さ
を
失
つ
て
い
く
過
程
が
ま
ざ
ま
ざ
と
知
れ
る
の
で
あ

る
。
し
か
も
こ
う
し
た
迫
害
と
急
迫
の
な
か
で
木
下
街
江
を
東
京
市
に
お
け
る
五
月
十
六
日
の
衆
議
院
議
員
補
敏
選
墾
に
立
候
補
さ
せ
た
。
木
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

は
、
日
本
肚
會
主
義
者
同
志
か
ら
「
吾
窯
の
候
補
者
と
し
て
、
品
性
、
學
識
、
才
能
（
殊
に
雄
辮
）
に
於
て
同
志
中
に
卓
越
せ
る
」
者
と
し
て
推

薦
さ
れ
た
。
こ
の
選
學
費
用
の
負
捲
が
蓮
動
基
金
の
上
に
か
か
つ
て
く
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
「
吾
人
は
此
の
基
金
敏
乏
の
際
に
於
て
、

更
に
鼓
に
選
學
蓮
動
を
開
始
せ
り
、
吾
人
は
固
よ
り
多
く
の
蓮
動
費
を
費
し
て
選
學
場
裡
に
勝
敗
を
孚
は
ん
と
す
る
者
に
非
ず
、
然
れ
ど
も
多
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の
廣
告
料
、
多
少
の
印
刷
費
、
多
少
の
郵
税
、
多
少
の
雑
費
亦
固
よ
り
冤
る
べ
き
に
非
ず
」
雫
民
肚
は
罰
金
に
、
賠
償
に
、
蓮
動
費
に
、
選
學
資

金
に
と
ま
す
ま
す
多
額
の
費
用
が
入
要
で
あ
る
と
急
訴
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
こ
の
段
に
至
つ
て
は
も
は
や
「
敢
て
鼓
に
諸
君
に
訴
へ
て
其
の
供
給
を
求
む
」
と
い
う
よ
う
な
文
字
は
用
い
な
か
つ
た
。
財
政

の
急
迫
を
「
急
訴
」
は
し
た
が
「
供
給
を
求
む
」
の
文
字
の
か
わ
り
に
「
然
れ
ど
も
我
が
同
志
諸
君
の
多
く
は
、
吾
人
と
同
じ
く
寧
ろ
衣
食
の
急

を
告
ぐ
る
の
人
也
、
吾
人
實
に
言
ふ
に
忽
び
ざ
る
も
の
あ
り
、
願
は
く
ば
只
吾
人
の
心
事
を
諒
と
せ
ら
れ
よ
、
吾
入
も
亦
更
に
一
身
の
費
と
肚
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

の
費
と
を
節
し
て
不
足
の
幾
分
を
補
ふ
に
勉
め
ん
」
と
し
て
間
接
的
な
呼
び
か
け
に
よ
つ
て
援
助
を
も
と
め
た
。
こ
れ
ま
で
供
給
を
訴
え
つ
づ
け

た
が
た
め
に
こ
の
上
供
給
を
訴
え
る
こ
と
は
文
字
通
り
「
實
に
言
ふ
に
忍
」
び
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
が
積
極
的
に
「
供
給
」
を
訴

え
な
か
つ
た
主
原
因
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
し
か
L
そ
の
こ
と
と
關
蓮
し
て
寄
附
金
の
藪
お
よ
び
額
が
こ
の
頃
に
は
き
わ
め
て
低
く



な
つ
て
き
て
い
た
こ
と
か
ら
李
民
肚
同
人
は
寄
附
も
す
で
に
限
界
に
き
て
い
る
こ
と
を
氣
づ
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
直
言
』
第
二
巻
第

十
一
號
に
廣
告
さ
れ
た
寄
附
金
件
勲
は
六
件
で
そ
の
金
額
は
わ
ず
か
に
六
圓
八
十
四
鏡
で
あ
る
。
第
十
二
號
に
は
寄
附
金
の
廣
告
す
ら
な
く
、
第

十
三
號
は
件
数
こ
そ
十
七
件
で
必
ず
し
も
少
い
方
で
は
な
い
が
金
額
は
十
圓
八
十
鏡
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
第
十
四
號
で
は
ま
た
寄
附
金
の
廣
告

が
な
い
。
な
る
ほ
ど
「
急
訴
」
を
し
た
第
十
五
號
で
は
三
十
六
圓
の
寄
附
が
あ
つ
た
が
こ
の
う
ち
十
圓
は
「
選
畢
運
動
費
」
に
充
當
す
る
よ
う
指

定
し
て
寄
附
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
第
十
六
號
、
第
十
七
號
で
も
各
々
三
十
圓
飴
の
寄
附
が
あ
つ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
ら
は
選
墨
と
い
う

特
別
な
情
勢
の
た
め
に
久
し
ぶ
り
に
高
額
な
寄
附
が
あ
つ
ま
つ
た
の
だ
と
考
え
て
よ
い
。
だ
か
ら
第
十
八
號
以
降
は
お
お
ざ
つ
ぱ
に
い
つ
て
寄
附

金
高
は
減
少
の
一
途
を
た
ど
る
の
で
あ
る
。
李
民
肚
の
人
々
も
疲
れ
た
が
、
讃
者
の
方
も
疲
れ
が
よ
う
や
く
出
て
き
た
と
考
え
て
よ
く
「
急
訴
」

の
筆
者
、
し
た
が
つ
て
李
民
肚
の
人
々
は
こ
の
こ
と
を
よ
く
知
つ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
推
察
と
す
ぐ
矛
盾
し
そ
う
な
こ
と
が
出
て
く
る
。
す
な
わ
ち
「
李
民
肚
の
財
政
に
就
て
諸
方
よ
り
色
々
と
お
見
舞
を
受
け
ま
し

た
。
（
中
略
）
平
民
肚
の
螢
業
は
甚
だ
し
く
政
府
の
妨
害
を
蒙
る
に
係
は
ら
ず
、
存
外
好
景
氣
で
あ
り
ま
す
。
『
直
言
』
の
瑳
費
高
は
約
四
千
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

百
部
、
之
を
二
月
頃
に
比
べ
る
と
、
少
し
づ
つ
ジ
リ
く
檜
加
し
て
居
り
ま
す
」
と
い
う
文
字
で
あ
る
。
さ
ら
に
出
版
書
籍
の
費
行
も
可
な
り
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
甥
）

い
方
で
、
特
に
木
下
樹
江
の
『
火
の
柱
』
『
良
人
の
自
白
』
は
費
行
き
が
よ
く
「
木
下
君
は
大
分
手
民
肚
に
も
う
け
さ
せ
て
臭
れ
ま
し
た
」
と
あ

る
。
こ
の
堺
の
「
好
景
氣
」
論
は
さ
き
の
「
急
訴
」
と
矛
盾
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
表
現
の
上
で
は
矛
盾
す
る
。
し
か
し
事
實
の
上
で

は
そ
の
爾
者
が
成
立
す
る
根
擦
が
あ
る
。
ま
ず
堺
の
「
好
景
氣
」
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
次
の
二
つ
の
理
由
か
ら
「
好
景
氣
」
だ
と
い
わ
れ
た
の

で
あ
る
。
一
つ
は
『
直
言
』
の
襲
行
部
数
四
干
五
百
を
敷
え
、
近
來
は
少
し
ず
つ
檜
加
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
四
干
五
百
部
の
襲
行
藪

は
一
年
前
に
「
籠
城
以
後
の
干
民
肚
」
を
稜
表
し
た
と
き
の
襲
行
数
三
干
七
百
部
よ
り
八
百
部
の
檜
加
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
四
千
五
百
部
襲
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

と
い
う
数
字
は
『
直
言
』
の
慶
刊
ま
ぎ
わ
ま
で
つ
づ
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
の
「
好
景
氣
」
論
は
出
版
書
籍
の
費
行
が
よ
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
も
つ
と
も
顯
著
な
例
と
し
て
、
堺
の
「
好
景
氣
」
論
が
出
た
翌
月
（
明
治
三
＋
ぺ
年
七
月
）
は
木
下
の
『
良
人
の
自
白
』
の
費
行
が

　
　
　
李
民
杜
と
そ
の
財
政
舞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
　
　
　
（
憎
〇
九
1
）



　
　
　
李
民
杜
と
そ
の
財
政
事
情
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
　
　
　
（
一
〇
九
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
欝
）

よ
く
、
運
動
基
金
か
ら
の
補
助
を
必
要
と
し
な
か
つ
た
だ
け
で
な
く
、
か
え
つ
て
五
十
蝕
圓
の
現
金
を
翌
月
へ
繰
越
す
こ
と
が
で
き
た
。
運
動
基

金
に
手
を
つ
け
な
か
つ
た
の
は
明
治
三
十
七
年
七
月
に
寄
附
金
募
集
の
廣
告
を
し
た
翌
八
月
に
手
を
つ
け
な
か
つ
た
こ
と
と
三
十
八
年
七
月
の
今

同
手
を
つ
け
な
か
つ
た
こ
と
の
こ
同
だ
け
で
あ
る
。
以
上
の
二
黙
に
お
い
て
堺
の
「
好
景
氣
」
な
る
文
字
が
出
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
幸
徳
、
西

川
の
入
獄
中
の
こ
と
で
あ
り
、
石
川
と
共
に
李
民
肚
の
経
螢
の
中
心
に
あ
つ
た
堺
が
手
民
肚
全
般
の
経
螢
に
つ
い
て
知
ら
ぬ
は
ず
が
な
い
。

　
手
民
肚
の
螢
業
は
甚
だ
し
く
政
府
の
妨
害
を
蒙
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
存
外
好
景
氣
で
あ
る
と
告
げ
た
堺
が
同
文
中
で
、
「
然
し
李
民
肚
に
は
色

々
螢
業
以
外
の
出
費
が
あ
り
ま
す
。
其
の
同
志
の
倶
樂
部
た
る
性
質
に
於
て
、
其
の
蓮
動
の
中
心
た
る
瓢
に
於
て
、
殊
に
近
來
は
裁
到
事
件
、
入

獄
事
件
、
迫
害
事
件
等
に
就
て
、
一
々
読
明
の
出
來
ぬ
支
出
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
是
ま
で
の
庭
は
常
に
同
志
諸
君
の
寄
附
に
依
つ
て
、
縄
か
に

牧
支
を
償
は
せ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
然
る
に
、
先
月
來
毎
度
記
し
た
通
り
、
國
光
杜
に
醤
す
る
賠
償
金
の
月
賦
（
毎
月
五
＋
圓
）
、
共
産
窯
宣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
15
）

、
言
事
件
の
罰
金
（
未
確
定
な
が
ら
）
な
ど
が
、
此
頃
引
績
い
て
押
寄
せ
ま
す
の
で
、
肚
中
一
同
大
に
痛
心
し
て
居
る
次
第
で
あ
り
ま
す
」
と
あ
る
と

こ
ろ
は
雫
民
肚
窮
乏
の
本
質
を
告
白
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
。
機
關
紙
の
襲
行
お
よ
び
出
版
書
籍
の
費
行
き
は
「
好
景
氣
」
で
は
あ
つ
て
も
決
し

て
卒
民
肚
全
鰹
の
経
螢
は
好
韓
し
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
手
民
肚
は
明
治
三
十
八
年
七
月
、
『
良
人
の
自
白
』
の
費
行
が
よ
く
一
年
ぶ
り
で
蓮
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

基
金
か
ら
補
助
を
受
け
な
く
て
す
ん
だ
ま
さ
に
そ
の
月
に
家
賃
を
滞
ら
せ
て
い
た
。
國
光
肚
へ
の
月
賦
賠
償
も
一
度
支
梯
わ
れ
た
だ
け
で
そ
の
後

ま
つ
た
く
支
沸
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
雫
民
肚
の
實
態
で
あ
る
が
、
そ
の
後
李
民
杜
は
さ
ら
に
一
暦
の
瀬
戸
際
ま
で
追
い
込
ま
れ
た

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
π
）

　
五
月
十
日
以
後
八
月
十
六
日
ま
で
に
蓮
動
基
金
は
七
百
八
十
七
圓
三
十
七
銭
に
な
つ
た
が
こ
こ
か
ら
次
の
よ
う
な
支
出
が
な
さ
れ
た
。

　
金
百
六
十
圓
　
　
　
　
　
　
　
　
五
月
末
李
民
杜
補
助

　
金
二
百
圓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
月
末
李
民
赴
補
助

　
金
三
十
七
圓
四
十
五
銭
　
　
　
　
選
聖
蓮
動
費

　
金
九
圓
二
十
三
銭
五
厘
　
　
　
　
演
読
會
、
茶
話
會
費



　
金
五
圓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
傳
道
行
商
補
助

　
金
五
圓
二
十
銭
　
　
　
　
　
　
　
チ
ラ
シ
印
刷
費

　
金
二
十
圓
　
　
　
　
　
　
　
　
特
別
秘
密
費

　
支
出
合
計
　
金
四
百
三
十
六
圓
八
十
八
銭
五
厘

　
こ
れ
で
結
局
、
差
引
現
在
の
金
額
は
三
百
五
十
圓
四
十
八
鑓
五
厘
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
減
じ
た
。
そ
の
後
に
つ
づ
く
文
字
を
よ
む
と
き
、
い
よ

い
よ
李
民
杜
も
財
政
的
に
命
脈
が
つ
き
る
寸
前
に
あ
る
こ
と
を
感
ず
る
。

　
然
る
に
、
國
光
肚
に
は
ま
だ
書
籍
印
刷
代
の
滞
り
が
三
百
五
十
圓
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
没
牧
器
械
の
賠
償
も
第
一
同
分
を
彿
込
ん
だ
ば
か
り
で
、
跡
は
其
儘

　
に
な
つ
て
居
り
ま
す
。
印
ち
そ
れ
も
ま
だ
二
百
圓
ば
か
り
残
つ
て
居
り
ま
す
。
そ
れ
に
叉
、
共
産
窯
宣
言
事
件
が
若
し
元
の
通
り
有
罪
に
な
る
と
す
れ
ば
、
二
百
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

十
圓
と
云
ふ
罰
金
を
彿
は
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
之
を
合
計
す
れ
ば
、
蓮
動
基
金
三
百
五
十
圓
飴
を
一
時
に
使
つ
て
し
ま
つ
て
も
、
到
底
引
足
る
謬
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
・

　
卒
民
肚
は
蓮
動
基
金
の
つ
き
る
の
を
待
ち
浩
滅
す
る
か
、
根
本
的
な
改
革
を
お
こ
な
う
か
以
外
に
道
は
な
か
つ
た
。
堺
利
彦
は
『
直
言
』
第
二

巻
第
二
十
九
號
に
お
い
て
李
民
肚
の
改
革
に
つ
い
て
論
じ
た
。
「
財
政
に
於
て
も
、
編
輯
に
於
て
も
、
又
肚
中
の
取
締
に
於
て
も
、
総
べ
て
不
整

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

頓
、
不
行
届
の
事
ば
か
り
で
、
實
に
恐
催
の
至
」
り
で
あ
る
、
そ
れ
に
つ
い
て
諸
方
面
よ
り
忠
告
を
う
け
、
ま
た
多
少
不
李
の
聲
も
き
い
た
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑳
）

こ
で
堺
は
「
此
際
、
自
己
の
力
量
の
不
足
、
信
任
の
敏
乏
を
認
め
、
暫
く
責
任
の
地
を
去
る
を
以
て
、
當
然
の
次
第
と
信
」
じ
、
目
下
相
談
役
の

間
に
も
相
談
中
で
あ
る
か
ら
、
廣
く
こ
れ
を
一
般
同
志
諸
君
に
も
訴
え
て
、
意
見
を
承
り
た
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
つ
た
。
堺
の
こ
の
提
案
が
同

志
間
の
見
解
の
相
違
、
感
情
の
齪
齪
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
幸
徳
傳
次
郎
は
直
ち
に
次
號
で
堺
に
封
す
る
信
任
の
欲
乏
を
離
間
中
傷
の
結
果

だ
と
し
て
堺
を
辮
護
し
た
が
、
そ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
い
ま
こ
こ
で
ふ
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
幸
徳
の
李
民
肚
の
改
革
案
に
つ
い
て
検
討
し
て

み
た
い
。

　
幸
徳
は
、
手
民
祉
の
差
當
つ
て
の
困
難
は
財
政
の
問
題
で
あ
る
。
現
に
藪
百
圓
の
負
債
が
あ
り
、
毎
月
鯨
程
不
足
す
る
の
で
、
こ
こ
で
何
と
か

　
　
　
革
民
肚
と
そ
の
財
政
事
情
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
九
　
　
　
（
一
〇
九
五
）



　
　
　
一
牛
民
杜
と
そ
の
財
政
事
情
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
　
　
　
（
一
〇
九
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
21
）

方
法
を
立
て
ね
ば
激
ヵ
月
の
う
ち
に
破
産
す
る
の
外
は
な
い
と
問
題
の
本
質
と
李
民
肚
の
見
通
し
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
つ
い
で
幸
徳
は

『
直
言
』
だ
け
の
牧
支
に
か
ぎ
つ
て
み
て
も
毎
月
七
八
十
圓
乃
至
百
圓
く
ら
い
の
不
足
は
冤
れ
な
い
、
こ
の
毎
月
の
不
足
を
い
つ
ま
で
も
一
般
の

寄
附
で
補
つ
て
い
く
の
は
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
李
民
肚
維
持
の
方
法
は
こ
つ
の
道
が
あ
る
だ
け
だ
、
と
い
う
。
一
つ
は
大
擾
張
し
て
日

刊
新
聞
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
大
緊
粛
、
大
節
約
を
行
つ
て
命
脈
だ
け
を
持
し
て
い
く
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
大
振
張
を
行
う
に
は

二
萬
圓
か
ら
少
く
も
】
萬
五
六
干
圓
の
資
本
を
必
要
と
す
る
が
今
の
我
々
に
は
こ
の
資
本
調
達
の
力
は
な
い
。
や
む
を
得
ず
緊
粛
節
約
を
行
う
の

外
は
な
い
。

　
そ
れ
で
は
幸
徳
は
こ
の
上
ど
の
面
で
緊
粛
し
節
約
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
幸
徳
案
は
「
是
迄
最
も
多
く
の
分
配
額
を
得
て
居
る
、
小

生
と
枯
川
兄
と
二
人
を
無
給
に
し
た
な
ら
ば
、
丁
度
目
下
の
不
足
額
位
い
の
物
が
出
て
、
ど
う
や
ら
『
直
言
』
だ
け
の
牧
支
は
償
う
の
で
す
。

（
中
略
）
幸
い
枯
川
兄
は
、
曾
て
彼
が
創
立
し
た
由
分
肚
の
出
版
で
も
擾
張
す
れ
ば
、
食
ふ
位
ひ
は
出
來
や
う
と
い
ふ
か
ら
、
小
生
は
夫
が
善
か
ら

う
と
賛
成
し
ま
し
た
、
小
生
自
身
は
別
に
衣
食
の
あ
て
は
有
り
ま
せ
ん
が
、
果
し
て
外
遊
す
る
こ
と
が
出
來
れ
ば
、
家
庭
は
総
て
各
地
の
親
戚
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
羽
）

で
も
邊
り
預
け
て
、
｝
家
を
離
徴
す
る
畳
悟
で
す
か
ら
差
支
は
あ
り
ま
せ
ん
」
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
『
直
言
』
の
命
脈
は
保
て
る
だ
ろ
う
。

な
お
「
枯
川
兄
が
由
分
肚
の
出
版
を
維
螢
す
る
な
ら
、
李
民
肚
の
出
版
事
業
も
一
所
に
其
方
へ
引
取
て
貰
つ
て
、
其
代
り
書
籍
印
刷
費
の
負
債
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
マ
マ
ロ

百
五
十
圓
も
、
枯
川
兄
の
肩
に
脊
負
つ
て
貰
つ
て
は
ど
う
か
、
そ
し
て
器
械
賠
償
金
は
現
在
の
寄
附
金
で
佛
ふ
こ
と
に
し
た
ら
、
李
民
肚
だ
け
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

兎
に
角
身
輕
に
な
る
と
思
ひ
ま
す
」
と
い
う
。
以
上
が
幸
徳
の
提
出
し
た
財
政
面
か
ら
み
た
李
民
肚
改
革
案
の
骨
組
で
あ
る
。

　
堺
の
提
案
に
は
じ
ま
り
、
幸
徳
の
再
建
案
へ
と
襲
展
し
た
雫
民
肚
改
革
案
は
『
直
言
』
第
二
巻
第
三
十
一
號
で
具
髄
化
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
八
月
二
十
九
日
に
相
談
會
を
開
い
た
結
果
、
今
後
の
李
民
肚
は
石
川
三
四
郎
、
幸
徳
傳
次
郎
、
木
下
荷
江
、
堺
利
彦
の
四
人
の
蓮
帯
責
任
と

し
て
維
螢
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
訳
に
新
聞
費
捌
と
書
籍
出
版
と
の
維
螢
は
分
離
し
、
、
書
籍
出
版
の
事
は
墨
げ
て
堺
『
個
人
に
引
渡
す
こ
と

に
し
た
。
そ
れ
と
共
に
書
籍
印
刷
代
金
の
未
沸
分
三
百
圓
も
堺
が
負
捲
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。
平
民
肚
は
新
聞
だ
け
に
よ
つ
て
維
持
し
て
い
く
こ



と
に
な
つ
た
が
、
そ
の
た
め
大
緊
粛
を
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。
木
下
は
從
來
通
り
毎
日
新
聞
に
よ
り
衣
食
の
費
を
得
る
た
め
今
後
も
卒
民
祉
か
ら

報
酬
を
う
け
な
い
。
堺
は
出
版
事
業
に
よ
り
一
家
を
支
え
る
見
込
で
あ
る
か
ら
八
月
限
り
で
李
民
肚
の
分
配
を
受
け
ぬ
。
幸
徳
も
近
々
渡
米
す
る

た
め
同
じ
く
八
月
限
り
で
肚
か
ら
報
酬
を
受
け
ぬ
こ
と
に
な
つ
た
。
し
か
し
な
が
ら
な
お
國
光
肚
に
は
没
牧
器
械
の
賠
償
費
約
二
百
圓
の
負
債
が

あ
り
、
共
産
窯
宣
言
事
件
の
罰
金
二
百
四
十
圓
も
申
渡
さ
れ
て
い
る
、
こ
れ
ら
の
庭
理
に
つ
い
て
は
同
志
の
寄
附
に
依
頼
す
る
以
外
に
な
い
と
し

　
（
幽
）

て
い
た
。
以
上
の
こ
と
が
今
後
の
李
民
杜
を
維
持
し
て
い
く
方
策
と
し
て
決
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
さ
き
に
幸
徳
が
「
同
志
諸
君
に
諮
る
」
と
し
て

出
し
た
改
革
案
に
そ
う
も
の
で
あ
つ
た
。

　
李
民
肚
改
革
の
方
針
が
よ
う
や
く
定
ま
つ
た
と
こ
ろ
へ
『
直
言
』
の
穫
行
停
止
が
命
ぜ
ら
れ
た
。
日
露
戦
孚
の
講
和
條
件
に
不
満
を
い
だ
い
た

國
民
が
、
條
約
調
印
の
九
月
五
日
を
期
し
日
比
谷
公
園
に
國
民
大
會
を
開
い
た
。
こ
の
大
禽
の
流
れ
が
嶢
打
に
ま
で
穫
展
し
、
警
官
隊
と
各
地
で

大
衝
突
し
た
。
帝
都
に
は
戒
嚴
令
が
し
か
れ
、
そ
の
た
め
言
論
の
取
締
り
は
一
段
と
嚴
し
く
な
つ
た
。
『
直
言
』
も
第
三
十
二
號
の
杜
論
「
政
府

の
猛
省
を
促
す
」
そ
の
他
の
た
め
稜
行
を
停
止
さ
れ
、
い
つ
解
除
と
な
る
か
も
豫
測
で
き
な
か
つ
た
。
そ
こ
へ
西
川
光
次
郎
も
出
獄
し
て
來
、
手

民
肚
同
人
の
顔
は
全
部
揃
つ
た
と
こ
ろ
で
、
幸
徳
、
堺
、
木
下
、
石
川
そ
れ
に
西
川
も
ま
じ
え
て
李
民
肚
の
前
後
策
が
講
じ
ら
れ
た
。
こ
の
結
果

十
月
九
日
、
李
民
社
櫻
上
に
同
志
七
十
鯨
名
が
参
集
し
て
二
年
間
に
わ
た
る
悪
職
苦
闘
の
末
、
李
民
肚
は
こ
こ
に
「
悲
肚
な
る
解
散
式
」
を
あ
げ

た
。
第
一
期
平
民
肚
は
か
く
て
姿
を
沿
し
た
の
で
あ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

　
實
際
は
九
百
六
十
三
圓
四
十
六
鏡
六
厘
で
あ
る
が
、
『
李
民
新
聞
』
終
刊
號
以
降
は
六
厘
を
切
り
す
て
て
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
從
う
。

　
蓮
動
基
金
か
ら
の
支
出
内
課
は
次
の
よ
う
に
な
つ
て
い
る
（
「
運
動
基
金
牧
支
報
告
」
『
直
言
』
第
四
號
、
明
治
三
十
八
年
二
月
二
十
六
日
）
、

金
一
圓
・
二
月
一
日
鶉
島
町
演
説
會
費
、
金
三
圓
三
十
六
鏡
・
二
月
二
十
日
行
徳
町
演
説
會
費
、
金
一
圓
七
十
二
銭
・
二
月
十
六
日
玉
翁
亭
茶
話
會
費
、
金
一

百
圓
・
一
月
分
耶
民
杜
補
助
、
合
計
金
百
六
圓
八
鏡
（
二
月
二
十
三
日
迄
支
出
）

　「

蓮
動
基
金
牧
支
廣
告
」
（
『
直
言
』
第
十
一
號
、
明
治
三
十
八
年
四
月
十
六
日
）

　
「
此
目
石
川
君
は
日
本
銀
行
に
行
つ
て
中
央
金
庫
に
金
百
圓
を
納
め
て
來
た
。
是
は
西
川
幸
徳
二
君
の
罰
金
な
の
だ
。
序
に
記
し
て
置
く
が
、
嚢
に
没
牧
せ

　
軍
民
肚
と
そ
の
財
政
事
情
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
一
　
　
　
（
一
〇
九
七
）



　
　
　
準
民
証
と
そ
の
財
政
事
情

　
ら
れ
た
國
光
肚
の
印
刷
器
械
は
、
公
責
の
結
果
、
二
百
五
十
一
圓
を
以
て
或
人
に
沸
下
げ
ら
れ
た
。

　
（
枯
川
生
「
李
民
肚
よ
り
」
『
直
言
』
第
二
巻
第
九
號
、
明
治
三
十
八
年
四
月
二
日
）

（
5
）
　
「
運
動
基
金
募
集
」
（
『
直
言
』
第
二
巻
第
十
五
號
、
明
治
三
十
八
年
五
月
十
四
日
）

（
6
）
（
7
）
　
右
同

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
12
）

（
1
3
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
　
　
　
（
一
〇
九
八
）

我
々
は
國
光
杜
に
封
し
て
此
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
が
あ
る
」

　
（
小
田
原
日
記
）

（
1
4
）

　
自
白
』
の
責
行
が
大
に
預
つ
て
力
あ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
」
（
「
耶
民
吐
財
政
の
現
欺
」
『
直
言
』
第
二
巻
第
二
十
九
號
）

（　　（　　（　　（　　（

19　18　17　16　15
）　　）　　）　　）　　）

「
吾
黛
の
候
補
者
」
（
『
直
言
』
第
二
巻
第
十
五
號
）

前
掲
「
運
動
基
金
募
集
」

右
同

枯
川
生
「
卒
民
批
よ
り
」
（
『
直
言
』
第
二
巻
第
十
八
號
、
明
治
三
十
八
年
六
月
四
日
）

右
同

幸
徳
傳
次
郎
は
慶
刊
間
ぢ
か
い
『
直
言
』
第
二
十
九
號
（
明
治
三
十
八
年
八
月
二
十
日
）
に
「
我
は
僅
に
四
千
五
百
部
を
印
刷
す
る
『
直
言
』
の
一
吐
員
」

　
　
　
　
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
。

「
七
月
末
の
決
算
に
は
耶
民
杜
は
蓮
動
基
金
の
補
助
を
受
け
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
却
つ
て
五
十
蝕
圓
の
現
金
を
翌
月
へ
繰
越
し
ま
し
た
。
是
に
は
『
良
人
の

　
號
に
て

　
せ
ぬ
」

（
2
0
）

（
2
1
）

（
2
2
）

（
2
3
）

前
揚
枯
川
生
「
卒
民
杜
よ
り
」
（
『
直
言
』
第
二
巻
第
十
八
號
）

堺
生
「
卒
民
肚
よ
り
」
（
『
直
言
』
第
二
巻
第
二
十
六
號
、
明
治
三
十
八
年
七
月
二
十
八
日
）

前
掲
「
卒
民
祉
財
政
の
現
状
」

右
同

堺
利
彦
「
耶
民
祉
よ
り
“
卒
民
壮
の
改
革
に
就
て
旺
」
（
『
直
言
』
第
二
巻
第
二
＋
九
號
、
明
治
三
十
八
年
八
月
二
＋
日
）
な
お
石
川
三
四
郎
も
『
直
言
』
同

　
「
堺
兄
の
負
わ
る
』
責
は
小
生
も
負
は
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
（
中
略
）
卒
民
肚
改
革
の
都
合
に
よ
り
、
如
何
な
る
命
令
あ
る
と
も
、
小
生
は
決
し
て
拒
み
ま

　
と
い
う
堺
へ
の
同
調
を
示
し
た
。

前
掲
堺
「
卒
民
肚
よ
り
」

幸
徳
生
「
同
志
諸
君
に
諮
る
睦
卒
民
祉
改
革
に
就
て
”
」
（
『
直
言
』
第
二
巻
第
三
十
號
、
明
治
三
十
八
年
八
月
二
十
七
日
）

前
掲
「
同
志
諸
君
に
諮
る
」

右
同



（
2
4
）
石
川
・
木
下
・
堺
・
幸
徳
「
今
後
の
李
民
杜
」
（
『
直
言
』
第
二
巻
第
三
十
一
號
、
明
治
三
＋
八
年
九
月
三
日
）

山ノ￥

　
手
民
杜
創
立
か
ら
そ
の
浩
滅
に
い
た
る
ま
で
の
財
政
に
つ
い
て
見
て
ぎ
た
。
李
民
肚
は
創
業
當
時
か
ら
「
純
牧
入
と
支
出
と
を
差
引
げ
ば
多
少

の
不
足
」
が
あ
る
と
い
う
歌
態
で
あ
つ
た
。
他
の
新
聞
雑
誌
か
ら
は
同
情
と
好
評
を
う
け
、
新
奇
と
い
う
黙
か
ら
八
千
か
ら
五
千
と
い
う
讃
者
を

得
て
い
た
當
時
に
お
い
て
す
で
に
赤
字
財
政
で
あ
つ
た
こ
と
を
今
一
度
こ
こ
で
思
い
出
す
必
要
が
あ
る
。
西
川
光
次
郎
の
公
表
か
ら
『
李
民
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

聞
』
は
創
刊
か
ら
｝
周
年
記
念
ま
で
の
あ
い
だ
に
毎
號
四
千
部
嚢
行
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
轍
字
は
『
直
言
』
に
な
つ
て
檜
加
す
る
こ

と
は
あ
つ
て
も
決
し
て
減
少
す
る
こ
と
は
な
か
つ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
『
手
民
新
聞
』
『
直
言
』
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
爾
紙
の
襲
行

部
数
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
表
を
作
製
し
う
る
。

李
民
新
聞

同同同直
　
　
言

同同

創
刊
號
（
明
3
6
・
1
1
）

第
十
七
號
（
明
3
7
・
3
）

第
三
十
號
（
明
37
・
6
）

第
三
十
五
號
（
明
3
7
・
7
）

第
十
八
號
（
明
3
8
・
6
）

第
二
十
九
號
（
明
38
・
8
）

第
三
十
一
號
（
明
3
8
・
9
）

　
こ
こ
に
は
三
千
七
百
部
以
下
の
歎
字
は
震
見
で
き
な
い
。

稜
行
だ
け
で
は
肚
を
維
持
で
き
な
か
つ
た
。

間
に
わ
た
つ
て
た
え
な
い
揮
墜
の
中
で
生
き
な
が
ら
え
た
こ
と
は
驚
異
で
あ
る
。

　
　
　
年
民
肚
と
そ
の
財
政
事
情

　
八
千
部
獲
行

　
四
千
五
百
部
護
行

　
三
千
七
百
部
獲
行

　
四
千
二
百
部
議
行
（
？
）

　
四
干
五
百
部
襲
行

　
四
千
五
百
部
稜
行

　
四
千
百
部
護
行

　
　
　
　
　
　
李
民
肚
は
『
李
民
新
聞
』
『
直
言
』
を
通
じ
て
耶
均
毎
號
四
干
部
稜
行
し
た
が
新
聞

し
か
し
そ
の
こ
と
は
何
も
不
思
議
は
な
い
が
四
千
部
の
襲
行
部
轍
し
か
も
た
な
い
週
刊
新
聞
が
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
號
を
追
う
ご
と
に
赤
字
の
激
字
が
膨
脹
す
る
財
政
難
を
よ
く
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
　
（
一
〇
九
九
）



　
　
　
季
民
吐
と
そ
の
財
政
事
情
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
　
　
　
（
一
一
〇
〇
）

え
て
き
た
の
は
日
本
全
國
は
も
と
よ
り
、
遠
く
遼
東
牛
島
、
朝
鮮
、
満
洲
、
清
國
、
蔓
灘
そ
し
て
ア
メ
リ
ヵ
の
地
に
あ
る
讃
者
同
志
が
額
の
多
少

を
と
わ
ず
供
給
し
た
寄
附
金
で
あ
つ
た
。
寄
附
は
軍
隊
と
い
う
堅
い
壁
を
通
し
て
軍
艦
の
中
か
ら
、
ま
た
出
征
軍
人
の
中
か
ら
も
邊
り
届
け
ら
れ

た
。
明
治
三
十
七
年
七
月
末
、
二
千
圓
の
募
金
を
公
表
し
て
か
ら
『
直
冒
』
の
慶
刊
ま
で
の
約
】
年
二
ヵ
月
鯨
の
あ
い
だ
に
寄
せ
ら
れ
た
募
金
の

件
籔
は
九
百
五
十
七
件
で
あ
つ
た
。
豫
定
の
一
年
よ
り
約
三
ヵ
月
多
く
要
し
て
集
め
た
金
額
は
二
千
圓
に
は
や
や
足
り
な
か
つ
た
が
千
八
百
四
十

　
　
　
　
　
（
2
）

一
圓
飴
に
達
し
た
。

　
平
民
肚
が
維
持
金
・
蓮
動
基
金
を
使
用
せ
ず
に
経
螢
で
き
な
く
な
つ
た
の
は
明
治
三
十
七
年
九
月
の
決
算
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
以
降
、
基
金
か

ら
の
支
出
を
記
す
と
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

明
治
三
十
七
年
九
月

同
　
　
　
　
　
十
月

同
　
　
　
　
　
十
一
月

同
　
　
　
　
　
十
二
月

明
治
三
十
八
年
一
月

同
　
　
　
　
　
二
月

同
　
　
　
　
　
三
月

同
　
　
　
　
　
　
四
月

同
　
　
　
　
　
五
月

同
　
　
　
　
　
六
月

百
圓
也

五
十
圓
也

百
五
十
圓
也

二
百
圓
也

百
圓
也

五
十
圓
也

七
十
五
圓
也

百
圓
也

百
六
十
圓
也

二
百
圓
也

　
以
上
合
計
は
千
百
八
十
五
圓
に
な
る
が
、
こ
れ
は
「
李
民
肚
補
助
」
と
し
て
基
金
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
る
金
額
で
あ
る
。
こ
の
外
に
罰
金
、
賠

償
、
選
學
費
、
特
別
秘
密
費
、
演
読
會
場
費
そ
の
他
が
基
金
か
ら
支
出
さ
れ
た
。
こ
の
寄
附
が
な
か
つ
た
な
ら
ば
李
民
肚
は
財
政
的
に
死
期
を
丸

一
年
早
く
し
て
い
た
と
い
つ
て
は
言
い
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
十
ヵ
月
の
生
命
を
一
年
十
ヵ
月
ま
で
延
長
し
得
た
の
は
同
志
．
讃
者
の
寄
附
の
力
で



あ
つ
た
。

　
當
局
の
弾
堅
が
李
民
杜
を
解
散
さ
せ
た
大
き
な
原
因
で
あ
つ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
ま
た
弾
璽
は
李
民
肚
に
罰
金
、
賠
償
、
演
論
會
の
損

害
、
特
別
秘
密
費
の
支
出
そ
の
他
の
面
で
大
き
な
財
政
的
負
捲
を
さ
せ
た
こ
と
も
事
實
で
あ
る
。
し
か
し
弾
堅
は
『
李
民
新
聞
』
『
直
言
』
の
購

護
者
を
號
を
追
う
．
こ
と
に
減
少
さ
せ
て
い
つ
た
と
い
う
傾
向
は
み
ら
れ
ず
、
弾
墜
前
も
弾
墜
を
受
け
て
も
襲
行
部
数
は
ほ
と
ん
ど
コ
ソ
ス
タ
ソ
ト

で
は
な
か
つ
た
か
と
す
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
す
で
に
わ
れ
わ
れ
が
あ
げ
た
藪
字
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
も
し
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
正
し
い
と
す

れ
ば
、
手
民
肚
は
襲
行
當
時
の
ま
ま
の
状
態
で
官
憲
の
墜
迫
が
な
か
つ
た
に
し
て
も
や
が
て
は
財
政
的
に
破
滅
す
べ
ぎ
運
命
に
あ
つ
た
と
い
え
な

い
だ
ろ
う
か
。
も
つ
と
も
弾
墜
さ
え
な
け
れ
ば
同
志
・
讃
者
を
よ
り
多
く
獲
得
し
得
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
假
定
も
な
り
た
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

明
治
三
十
五
、
六
年
の
い
わ
ゆ
る
杜
會
主
義
流
行
時
代
の
鯨
波
が
ま
だ
き
え
な
い
三
十
六
年
末
か
ら
七
年
の
は
じ
め
に
お
い
て
す
で
に
四
千
五
百

部
程
度
の
部
藪
に
減
少
し
て
い
た
こ
と
を
老
え
れ
ば
、
弾
堅
が
な
く
當
初
の
ま
ま
で
あ
つ
て
も
世
人
が
慣
れ
て
し
ま
え
ば
自
然
減
少
す
る
こ
と
は

あ
つ
て
も
檜
加
す
る
と
は
考
え
ら
れ
ま
い
と
い
う
假
定
も
成
り
立
ち
そ
う
で
あ
る
。

　
新
聞
は
約
四
千
部
程
度
の
線
で
コ
ソ
ス
タ
ソ
ト
に
襲
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
寄
附
金
の
方
は
平
民
肚
の
後
期
に
い
た
り
著
し
く
減
少

し
て
い
つ
た
こ
と
は
す
で
に
の
べ
た
。
李
民
杜
を
支
え
て
き
た
寄
附
金
が
急
激
な
減
少
を
示
し
て
き
て
は
、
罰
金
賠
償
が
な
く
と
も
肚
を
維
持
し

て
い
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　
四
千
部
の
襲
行
で
も
赤
字
財
政
で
あ
り
、
寄
附
金
は
ま
た
赤
字
を
カ
パ
ー
で
き
な
い
ほ
ど
に
減
少
し
て
ぎ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
甲
民
肚
が
い
か
に

改
革
を
は
か
つ
て
も
や
が
て
は
命
脈
つ
き
る
運
命
に
あ
つ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
國
光
吐
へ
の
書
籍
印
刷
代
金
未
彿
三
百
圓
が
堺
個
人
に
傳
嫁

さ
れ
た
と
は
い
え
、
李
民
杜
は
な
お
二
百
圓
の
賠
償
金
と
罰
金
二
百
四
十
圓
の
負
捲
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
つ
た
。
幸
徳
、
堺
が
李
民
批
の
分

配
を
受
け
ぬ
よ
う
に
な
る
と
は
い
え
果
し
て
杜
を
維
持
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
過
去
一
年
間
に
わ
た
り
運
動
基
金
か
ら
李
民
祉
維
持
の
た
め
に
支

出
し
た
金
額
の
月
李
均
は
約
百
圓
で
あ
る
。
そ
の
外
に
秘
密
費
蓮
動
費
そ
の
他
が
少
か
ら
ず
支
出
さ
れ
て
い
る
。
幸
徳
、
堺
の
從
來
の
報
酬
は
爾

　
　
　
李
民
肚
と
そ
の
財
政
事
情
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
　
（
一
一
〇
一
）



　
　
　
　
雫
民
杜
と
そ
の
財
政
事
情
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
　
　
　
（
一
一
〇
二
）

人
あ
わ
せ
て
八
十
圓
か
ら
百
圓
の
あ
い
だ
で
あ
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
李
民
肚
は
改
革
以
降
も
月
五
、
六
十
圓
の
寄
附
金
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う

が
へ
賠
償
金
と
罰
金
の
不
足
分
を
加
算
し
な
い
で
も
）
そ
れ
だ
け
の
寄
附
は
す
で
に
集
ら
な
く
な
つ
て
い
た
の
で
あ
る
。
手
民
杜
の
將
來
へ
の
見
通
し

は
暗
か
つ
た
と
い
つ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
財
政
面
か
ら
み
て
も
李
民
杜
は
解
散
の
時
期
に
き
て
い
た
。

（
1
）
　
西
川
光
次
郎
は
「
日
本
杜
會
主
義
一
年
間
の
登
蓮
」
（
『
李
民
新
聞
』
第
五
十
九
號
、
明
治
三
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日
）
に
お
い
て
「
耶
民
新
聞
　
一
年
間

　
　
の
販
賓
紙
数
、
約
二
十
萬
部
」
と
し
て
い
る
。
卒
均
す
る
と
約
四
千
部
で
あ
る
。
西
田
長
壽
氏
が
「
各
號
卒
均
三
三
〇
〇
飴
部
」
（
『
週
刊
李
民
新
聞
e
』
の
解
読

　
　
一
四
頁
。
昭
和
二
十
八
年
十
二
月
、
創
元
社
）
と
い
い
大
原
慧
・
踵
田
庄
兵
衛
爾
氏
が
同
檬
に
「
卒
均
登
行
部
数
三
、
三
〇
〇
部
」
（
『
近
代
日
本
思
想
史
』
第
二

　
巻
三
五
八
頁
、
一
九
五
六
年
九
月
、
青
木
書
店
）
と
い
つ
て
い
る
の
は
あ
や
ま
り
で
あ
ろ
う
。
五
十
九
號
に
西
川
の
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら
二
十
萬
部
を
五
十
九

　
　
で
割
っ
た
か
ら
こ
の
誤
り
を
お
か
し
た
も
の
と
思
う
。
西
川
は
、
「
一
年
間
」
と
明
記
し
て
い
る
か
ら
五
†
で
割
る
べ
き
で
あ
る
。
週
刊
新
聞
を
一
年
間
登
行
す

　
れ
ば
五
十
號
ま
で
出
る
。
四
千
部
嚢
行
で
あ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
が
綿
密
に
検
討
し
た
数
字
と
一
致
す
る
。

へ
2
）
　
こ
の
寄
附
金
の
分
析
に
つ
い
て
は
別
に
稿
を
改
め
て
嚢
表
す
る
豫
定
で
あ
る
。
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・
8
・
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）


